
は

じ

め

に

常
光
寺
は
、
大
阪
府
八
尾
市
に
あ
る
臨
済
宗
南
禅
寺
末
の
寺
院
で
あ
り
、
地
蔵

信
仰
で
有
名
な
寺
院
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。

常
光
寺
が
所
在
し
た
八
尾
地
域
は
、
中
世
に
は
河
内
国
内
の
中
で
も
特
別
な
地

（
�
）

域
で
あ
っ
た
。
鎌
倉
期
に
は
、
承
久
の
乱
を
経
て
北
条
得
宗
領
と
な
っ
て
お
り
、

室
町
期
の
明
応
二
年
（
一
四
九
三
）
に
は
、
将
軍
直
轄
軍
で
あ
っ
た
奉
公
衆
の
領

（
�
）

地
と
な
っ
て
い
た
。
中
世
の
八
尾
は
中
央
権
力
が
直
接
支
配
す
る
地
域
で
あ
っ
た

（
�
）

と
さ
れ
る
。

一
方
、
中
世
に
お
け
る
常
光
寺
の
特
質
の
ひ
と
つ
に
、
将
軍
足
利
義
満
の
保
護

を
皮
切
り
と
し
て
代
々
河
内
国
守
護
な
ど
の
権
力
者
か
ら
庇
護
を
受
け
て
い
る
点

が
あ
る
。
河
内
国
に
お
い
て
安
堵
状
が
現
存
し
て
い
る
寺
院
は
常
光
寺
を
除
く

と
、
中
央
権
力
と
の
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
た
観
心
寺
、
金
剛
寺
の
み
で
あ
っ

た
。
従
来
の
研
究
で
は
、
こ
の
常
光
寺
の
特
質
は
寺
院
の
所
在
地
で
あ
っ
た
八
尾

（
�
）

と
関
連
づ
け
ら
れ
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。
確
か
に
、
常
光
寺
と
中
央
権
力
と
の
繋

が
り
を
考
え
る
上
で
そ
の
所
在
地
で
あ
っ
た
八
尾
の
特
質
は
注
目
さ
れ
る
。
し
か

し
、
常
光
寺
と
中
央
権
力
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
八
尾
地
域
と
の
関
連
性
か
ら
は

明
確
な
論
証
が
得
ら
れ
て
い
な
い
。

常
光
寺
の
創
建
は
藤
原
盛
継
と
地
蔵
菩
薩
像
と
の
縁
を
出
発
点
と
し
て
お
り
、

現
在
に
至
る
ま
で
常
光
寺
と
地
蔵
信
仰
は
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
。
常
光
寺
と
権

力
者
と
の
関
係
を
解
明
す
る
手
法
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
地
蔵
信
仰
を
軸
に
考
察
を

加
え
る
こ
と
は
有
効
で
あ
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。

以
上
の
点
を
踏
ま
え
て
本
稿
で
は
、
創
建
期
の
常
光
寺
と
中
央
権
力
と
の
繋
が

り
に
つ
い
て
地
蔵
信
仰
と
の
関
係
よ
り
検
討
す
る
。
特
に
、
常
光
寺
の
創
建
や
地

（
�
）

蔵
信
仰
の
由
来
が
最
も
詳
細
に
記
さ
れ
た
史
料
「
常
光
寺
縁
起
」
の
分
析
を
中
心

に
論
を
す
す
め
る
。
な
お
、「
常
光
寺
縁
起
」
写
真
（
巻
頭
・
巻
末
部
分
）・
翻
刻

案
（
全
文
）
に
つ
い
て
末
尾
に
掲
げ
た
の
で
、
適
宜
参
照
さ
れ
た
い
。

第
一
章

常
光
寺
の
創
建

常
光
寺
は
創
建
よ
り
現
在
に
至
る
ま
で
地
蔵
信
仰
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
き

た
。
常
光
寺
と
地
蔵
信
仰
の
問
題
を
考
え
る
上
で
、
常
光
寺
の
創
建
に
つ
い
て
考

察
す
る
こ
と
は
必
要
不
可
欠
な
課
題
で
あ
ろ
う
。

〈
研
究
ノ
ー
ト
〉常

光
寺
と
地
蔵
信
仰

│
│
「
常
光
寺
縁
起
」
の
分
析
を
中
心
に
│
│

橘

悠

太

―４ ―



（
�
）

常
光
寺
の
歴
史
に
つ
い
て
扱
っ
た
も
の
と
し
て
、
ま
ず
『
八
尾
市
史
』
が
あ
げ

ら
れ
る
。『
八
尾
市
史
』
の
刊
行
に
よ
っ
て
常
光
寺
の
歴
史
や
所
蔵
す
る
文
化
財

が
初
め
て
明
ら
か
に
な
っ
た
。
た
だ
し
、
時
代
の
異
な
る
縁
起
や
由
緒
書
の
記
述

を
同
一
視
し
て
纏
め
て
い
る
た
め
、
内
容
に
不
正
確
な
部
分
が
存
在
す
る
と
い
っ

た
問
題
点
も
あ
っ
た
。
そ
の
『
八
尾
市
史
』
の
問
題
点
を
指
摘
し
た
の
が
小
谷
利

（
�
）

明
氏
の
研
究
で
あ
る
。
小
谷
氏
は
常
光
寺
に
残
る
縁
起
や
由
緒
書
等
を
編
年
順
に

検
討
し
、
常
光
寺
創
建
に
関
わ
る
史
実
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
か

を
解
明
し
た
。
こ
の
小
谷
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
、
常
光
寺
研
究
の
学
術
的
水
準
は

飛
躍
的
に
高
ま
っ
た
と
い
え
る
。

一
方
で
、『
八
尾
市
史
』
や
小
谷
氏
の
研
究
等
に
お
い
て
常
光
寺
創
建
の
歴
史

は
必
ず
し
も
瞭
然
と
は
な
っ
て
い
な
い
。『
大
阪
府

八
尾
市
内
寺
院
古
文
書
調

（
�
）

査
報
告
書
（
目
録
）』
で
は
、
嘉
慶
二
年
（
一
三
八
八
）
三
月
二
十
四
日
の
年
紀

を
も
つ
常
光
寺
蔵
鰐
口
に
彫
刻
さ
れ
て
い
る
「
檀
那
又
五
郎
大
夫
」
と
、
同
じ
く

常
光
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
最
古
の
縁
起
「
常
光
寺
縁
起
」
内
の
記
述
と
が
一
致

す
る
こ
と
で
、
常
光
寺
の
創
建
を
裏
付
け
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
常
光
寺
創
建
の
歴

史
に
つ
い
て
深
く
言
及
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
要
因
と
し
て
、
常
光
寺
創
建
の
歴
史

が
常
光
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
史
料＝

内
部
史
料
で
し
か
説
明
で
き
な
い
と
い
う

（
�
）

史
料
の
残
存
状
況
が
背
景
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
現
在
南
禅
寺
派
に
属
し
て
い
る
常

光
寺
が
禅
宗
寺
院
に
な
っ
た
の
は
天
文
年
間
（
一
五
三
二
〜
一
五
五
五
）
以
降
で

あ
り
、
創
建
期
の
常
光
寺
が
ど
の
よ
う
な
宗
派
と
関
係
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て

（
�
）

は
不
明
な
点
が
多
い
。
こ
の
よ
う
に
当
該
期
の
寺
院
史
料
か
ら
探
し
出
す
手
掛
り

が
非
常
に
少
な
い
こ
と
も
、
創
建
期
の
常
光
寺
の
歴
史
が
判
然
と
し
な
い
要
因
の

ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
常
光
寺
創
建
期
に
あ
た
る
南
北
朝
後
期

の
寺
外
史
料
を
用
い
て
創
建
期
に
お
け
る
常
光
寺
及
び
地
蔵
信
仰
の
様
相
を
再
検

討
す
る
。

一
、
観
智
院
賢
宝
と
常
光
寺

現
在
、
京
都
市
南
区
九
条
町
に
あ
る
真
言
宗
総
本
山
・
東
寺
伽
藍
の
一
角
に
、

東
寺
僧
の
杲
宝
に
よ
っ
て
延
文
四
年
（
一
三
五
九
）
に
創
建
さ
れ
た
観
智
院
と
い

（
�
）

う
院
家
が
現
存
し
て
い
る
。
観
智
院
の
特
徴
に
は
観
智
院
金
剛
蔵
聖
教
と
よ
ば
れ

る
貴
重
な
聖
教
類
が
伝
来
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ
の
聖
教
類
の

大
部
分
は
杲
宝
と
そ
の
弟
子
賢
宝
に
よ
っ
て
蓄
積
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
南
北
朝

内
乱
で
東
寺
は
荒
廃
し
て
お
り
、
聖
教
類
の
散
逸
と
い
う
状
況
に
危
機
感
を
募
ら

（
�
）

せ
た
東
寺
僧
ら
に
よ
っ
て
聖
教
書
写
事
業
が
は
じ
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
事

業
の
中
心
と
し
て
活
躍
し
た
の
が
観
智
院
杲
宝
や
そ
の
弟
子
賢
宝
で
あ
っ
た
。

常
光
寺
創
建
期
に
あ
た
る
南
北
朝
後
期
に
は
既
に
杲
宝
は
入
滅
し
て
お
り
、
賢

宝
が
観
智
院
の
院
主
と
な
っ
て
い
た
。
賢
宝
も
師
杲
宝
と
同
様
に
様
々
な
寺
院
へ

赴
き
、
精
力
的
に
聖
教
を
書
写
・
収
集
し
て
い
る
。
聖
教
の
書
写
に
必
要
な
紙
は

当
時
貴
重
な
資
源
で
あ
り
、
反
故
に
な
っ
た
文
書
等
の
裏
を
料
紙
と
し
て
利
用
さ

れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
現
在
、
東
寺
や
観
智
院
に
は
賢
宝
が
書
写
し
た
膨
大
な
聖

教
類
が
伝
来
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
賢
宝
が
用
い
て
い
た
具
注
暦
と
自
筆
日
記

（
�
）

が
聖
教
類
の
紙
背
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
次
に
あ
げ
る
史
料
は
、『
相
国
寺
結
縁

（
	
）

潅
頂
略
記
』
の
紙
背
に
記
さ
れ
て
い
た
賢
宝
日
記
の
至
徳
四
年
（
一
三
八
七
）
閏

五
月
十
日
〜
十
六
日
条
で
あ
る
。

十
日

廻
二

礼
不
動
堂
一

宿
二

高
野
西
谷
庵
室
一

十
一
日

壇
上
奥
院
等
巡
礼

卒
塔
婆
一
基
造
立
供
養
行
レ

之

十
二
日

参
二

詣
壇
上
御
新
堂
一

退
下
新
山
宿

粉
河
施
音
寺
巡
礼














十
三
日

参
二

詣
根
来
伝
法
院
一

廻
礼
了

過
二

円
融
寺
一

到
着

八
尾
地
蔵
堂

― ５ ―



小
木
宿
了

�

十
四
日

住
吉
本
宮
参
詣

八
尾
地
蔵
堂
巡
礼
了

十
五
日

宿
二

善
法
寺
一

長
老
対
面

十
六
日

帰
二

東
寺
一

沐
浴
了

こ
の
史
料
に
よ
る
と
、
賢
宝
は
至
徳
四
年
閏
五
月
十
日
よ
り
高
野
山
へ
参
詣
し

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
賢
宝
の
参
詣
ル
ー
ト
は
次
の
通
り
に
な
る
。

【
東
寺
観
智
院
↓
高
野
山
諸
施
設
↓
「
粉
河
施
音
寺
」（
粉
河
寺
）
↓
「
根
来
伝

法
院
」（
根
来
寺
）
↓
「
小
木
」（
和
泉
国
近
木
荘
）
↓
「
住
吉
宮
」（
住
吉
大

社
）
↓
「
八
尾
地
蔵
堂
」
↓
「
善
法
寺
」（
石
清
水
八
幡
宮
善
法
律
寺
）
↓
東

寺
観
智
院
】

史
料
か
ら
は
東
寺
よ
り
高
野
山
ま
で
の
往
路
は
窺
い
知
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

一
方
、
復
路
は
高
野
山
よ
り
紀
ノ
川
沿
い
に
粉
河
寺
と
根
来
寺
を
参
詣
し
た
後
、

高
野
山
領
近
木
荘
で
宿
泊
し
、
そ
の
ま
ま
北
上
し
て
住
吉
宮
へ
参
詣
し
た
も
の
と

お
も
わ
れ
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
十
四
日
条
の
「
八
尾
地
蔵
堂
」
で
あ

る
。「
常
光
寺
縁
起
」
に
よ
れ
ば
、
至
徳
二
年
（
一
三
八
五
）
に
は
常
光
寺
へ
諸

国
か
ら
の
参
詣
者
が
殺
到
し
、
翌
年
に
は
常
光
寺
の
新
地
蔵
堂
が
建
立
さ
れ
た
と

（
�
）

あ
る
。
参
詣
ル
ー
ト
も
住
吉
大
社
よ
り
八
尾
街
道
を
通
っ
て
「
八
尾
地
蔵
堂
」
へ

参
詣
し
、
そ
の
ま
ま
東
高
野
街
道
よ
り
石
清
水
八
幡
宮
へ
向
か
っ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
至
徳
四
年
と
い
う
時
期
・
参
詣
ル
ー
ト
の
位
置
情

報
に
よ
り
「
八
尾
地
蔵
堂
」
が
常
光
寺
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
創

建
期
の
常
光
寺
の
姿
が
初
め
て
寺
外
の
史
料
よ
り
明
ら
か
に
な
っ
た
。

二
、
円
明
院
深
誉
と
常
光
寺

こ
こ
で
、
も
う
一
点
史
料
を
取
り
上
げ
た
い
。
建
武
元
年
（
一
三
三
四
）
に
お

（
�
）

こ
な
わ
れ
た
東
寺
五
重
塔
婆
再
興
供
養
会
の
記
録
『
東
寺
塔
供
養
記
』
下
巻
に
記

さ
れ
た
奥
書
で
あ
る
。

明
徳
三
年
壬申
三
月
十
七
日
、
高
野
参
詣
、
自
二

醍
醐
山
円
明
院
一

立
、
其
日
摂

州
岡
本
吉
祥
寺
下
着
、
同
十
八
日
、
天
王
寺
東
門
村
�
田
遮
那
院
下
着
、
暫

可
二

逗
留
一

之
由
、
頻
雖
レ

有
二

懇
望
一

、
廿
一
日
高
野
御
影
供
結
縁
之
料
参
詣

之
間
、
十
九
日
立
、
河
州
八
尾
地
蔵
・
誉
田
八
幡
宮
・
太
子
叡
福
寺
御
廟

参
、
其
夜
空
也
堂
、
廿
日
、
禿
、
越
二

不
動
坂
一

、
高
野
山
参
着
、
西
谷
勧
修

寺
御
庵
室
寄
宿
元
百
日
参
籠
坊
也
、（
中
略
）
廿
二
日
、
下
二

向
古
瀬
一

宿
、

廿
三
日
、
壺
坂
号
南
法
花
寺
・
橘
寺
・
多
武
峰
・
長
谷
寺
等
巡
礼
宿
、
廿
四

日
、
釜
口
巡
礼
、
内
山
参
着
、
奉
レ

謁
二

西
輪
院
僧
正
光
賢
一

閑
談
、
廿
五
日
、

堅
抑
留
之
間
逗
留
、
本
堂
・
灌
頂
堂
等
、
心
閑
拝
見
、（
中
略
）
廿
六
日
、

興
福
寺
・
東
大
寺
巡
礼
宿
、
廿
七
日
還
二

住
醍
醐
一

畢
、

五
月
九
日

法
印
権
大
僧
都
深
誉

こ
の
史
料
を
記
し
た
深
誉
は
、
醍
醐
寺
の
有
力
院
家
で
あ
っ
た
報
恩
院
の
子
院

円
明
院
を
領
し
、
後
七
日
御
修
法
で
聖
天
供
を
勤
め
る
な
ど
中
央
で
活
躍
し
た
僧

（
�
）

で
あ
っ
た
。
観
智
院
賢
宝
と
同
じ
く
高
野
参
詣
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
お
り
、
至
徳

四
年
（
一
三
八
七
）
よ
り
五
年
後
の
明
徳
三
年
（
一
三
九
二
）
の
記
録
で
あ
る
。

深
誉
の
参
詣
ル
ー
ト
と
南
北
朝
期
の
巡
礼
施
設
が
こ
れ
に
よ
り
判
明
す
る
。
深
誉

の
参
詣
ル
ー
ト
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

（
�
）

【
醍
醐
寺
円
明
院
↓
「
摂
州
岡
本
吉
祥
寺
」
↓
四
天
王
寺
↓
「
河
州
八
尾
地
蔵
」

・
誉
田
八
幡
宮
・
叡
福
寺
・
空
也
堂
↓
「
禿
」（
学
文
路
）
↓
不
動
坂
↓
高
野

山
諸
施
設
↓
奈
良
中
部
諸
寺
社
↓
南
都
周
辺
寺
院
↓
醍
醐
寺
円
明
院
】

賢
宝
の
参
詣
ル
ー
ト
と
は
異
な
り
往
路
は
四
天
王
寺
か
ら
河
内
の
諸
寺
社
を
経

由
し
て
高
野
山
へ
向
か
っ
て
い
る
。
こ
の
史
料
で
は
「
河
州
八
尾
地
蔵
」
と
記
さ

― ６ ―



れ
て
い
る
が
、
賢
宝
の
参
詣
記
録
と
同
様
に
明
徳
三
年
と
い
う
時
期
・
参
詣
ル
ー

ト
の
位
置
情
報
か
ら
「
河
州
八
尾
地
蔵
」
は
常
光
寺
を
示
し
て
い
る
。

以
上
、
寺
外
の
史
料
、
主
に
真
言
密
教
僧
の
高
野
参
詣
記
録
よ
り
創
建
期
に
お

け
る
常
光
寺
の
存
在
を
立
証
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
創
建
間
も
な
い
常
光
寺
が
大

寺
社
と
共
に
巡
礼
地
と
し
て
設
定
さ
れ
た
点
か
ら
、
創
建
当
時
の
常
光
寺
地
蔵
信

仰
へ
の
名
声
は
極
め
て
高
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

な
お
、
先
行
研
究
で
は
創
建
期
の
常
光
寺
・
律
宗
間
に
お
け
る
密
接
な
関
係
を

想
定
し
て
い
る
が
、
賢
宝
や
深
誉
が
属
す
る
真
言
宗
小
野
流
は
西
大
寺
系
律
宗
と

密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
賢
宝
や
深
誉
に
も
律
宗
と
の
接
点
が
あ
っ

（
�
）
た
。
賢
宝
や
深
誉
の
巡
礼
は
、
創
建
期
の
常
光
寺
が
ど
の
よ
う
な
宗
派
と
関
係
し

て
い
た
の
か
示
唆
す
る
も
の
で
あ
り
、
彼
ら
が
常
光
寺
を
訪
れ
た
背
景
と
し
て
律

宗
と
の
関
係
も
念
頭
に
置
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

第
二
章
「
常
光
寺
縁
起
」
に
つ
い
て

常
光
寺
に
は
、
応
永
六
年
（
一
三
九
九
）
の
奥
書
を
も
つ
常
光
寺
最
古
の
縁
起

「
常
光
寺
縁
起
」（
以
下
、「
縁
起
」
と
表
記
す
る
）
が
現
存
す
る
。
従
来
の
研
究

（
�
）

で
は
、「
縁
起
」
の
書
体
は
近
世
と
推
定
さ
れ
て
い
る
が
、
内
容
に
つ
い
て
は
詳

細
に
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
前
章
で
み
た
よ
う
に
、
寺
外
の
史
料
に

よ
っ
て
創
建
期
常
光
寺
の
存
在
が
確
認
さ
れ
た
以
上
、「
縁
起
」
の
内
容
に
つ
い

て
も
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
お
も
わ
れ
る
。
本
章
で
は
、「
縁
起
」
の
構
成

・
内
容
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、「
縁
起
」
の
信
憑
性
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た

い
。

一
、「
常
光
寺
縁
起
」
の
構
成
と
内
容

「
縁
起
」
全
文
は
序
文
及
び
十
七
箇
条
の
全
十
八
箇
条
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

構
成
と
簡
略
な
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

（
序
文
）
冒
頭
部
分
に
お
い
て
常
光
寺
地
蔵
菩
薩
像
の
由
緒
・
伝
承
に
つ
い
て
記

述
。
文
中
中
程
よ
り
常
光
寺
創
建
に
大
き
く
寄
与
し
た
藤
原
盛
継
と
い
う
人
物
に

つ
い
て
の
南
北
朝
期
の
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
藤
原
盛
継
は
、
康
暦
元
年
（
一

三
七
九
）
に
八
尾
で
疫
病
が
流
行
し
た
時
や
、
至
徳
二
年
（
一
三
八
五
）「
当
庄

之
守
護
」（
河
内
国
守
護
畠
山
基
国
）
の
頭
痛
平
癒
を
祈
っ
た
際
、
荒
廃
し
た

「
草
堂
」
と
そ
こ
に
安
置
さ
れ
て
い
た
地
蔵
菩
薩
像
を
復
興
さ
せ
た
功
徳
に
よ
っ

て
、
疫
病
の
流
行
や
基
国
の
頭
痛
を
治
癒
す
る
。
そ
し
て
、
基
国
が
報
賽
の
た
め

訪
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
有
名
と
な
り
諸
国
か
ら
人
々
が
殺
到
し
た
様
子
が
記
さ
れ

る
。
文
末
に
は
、
長
文
を
筆
写
す
る
こ
と
に
よ
る
誤
記
を
な
く
す
た
め
、
一
書
に

し
て
細
か
く
区
切
り
、
そ
れ
を
纏
め
て
縁
起
の
体
裁
と
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い

る
。

（
第
一
条
）
至
徳
三
年
（
一
三
八
六
）
十
月
十
日
の
常
光
寺
新
地
蔵
堂
上
棟
式
に

つ
い
て
の
記
述
。
上
棟
式
は
「
国
方
」（
河
内
国
守
護
代
遊
佐
国
長
も
し
く
は
小

守
護
代
某
）
が
桟
敷
を
構
え
、「
諸
権
門
」
が
馬
を
引
き
、
寺
の
「
郭
外
」
は
守

護
代
の
兵
士
に
よ
っ
て
警
護
さ
れ
て
い
る
。

（
第
二
条
）
至
徳
三
年
十
一
月
八
日
の
常
光
寺
新
地
蔵
堂
へ
の
地
蔵
菩
薩
像
安
座

式
に
つ
い
て
の
記
述
。
檀
那
藤
原
盛
継
や
「
東
西
両
郷
耆
老
」
と
い
っ
た
常
光
寺

周
辺
の
住
人
が
儀
式
へ
参
加
し
た
。

（
第
三
条
）
常
光
寺
の
鎮
守
殿
に
関
す
る
記
述
。
吉
野
金
峯
山
寺
の
子
守
・
勝
手

（
�
）

社
を
勧
請
す
る
た
め
、「
公
家
」
に
奏
上
し
、「
衆
徒
」
と
協
議
す
る
。
そ
の
結

果
、
至
徳
三
年
九
月
十
七
日
に
常
光
寺
へ
移
さ
れ
る
。
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（
第
四
条
）
常
光
寺
阿
弥
陀
堂
と
八
尾
新
堂
寺
に
つ
い
て
の
記
述
。
新
堂
寺
の

「
仏
閣
供
職
�
寺
領
田
園
等
」
を
買
い
取
り
、
堂
舎
を
整
地
し
て
常
光
寺
阿
弥
陀

堂
を
建
立
し
た
。
新
堂
寺
供
職
は
「
東
西
両
郷
之
釈
衆
」
へ
分
配
さ
れ
た
。

（
第
五
条
）
小
野
篁
が
地
蔵
菩
薩
の
右
側
へ
安
置
さ
れ
て
い
る
由
来
に
つ
い
て
の

記
述
。
小
野
篁
と
十
王
（
閻
魔
王
・
宋
帝
王
）
の
垂
迹
が
記
さ
れ
る
。

（
第
六
条
）
常
光
寺
の
卒
塔
婆
に
つ
い
て
の
記
述
。
康
応
元
年
（
一
三
八
九
）
八

月
十
七
日
に
常
光
寺
の
卒
塔
婆
が
造
ら
れ
、
塔
婆
の
本
尊
と
し
て
地
蔵
菩
薩
像
、

脇
侍
に
多
聞
天
・
持
国
天
が
配
さ
れ
る
。
そ
の
本
尊
は
「
通
玄
東
堂
」
が
自
身
の

地
蔵
信
仰
に
よ
り
寄
進
し
た
地
蔵
菩
薩
像
で
あ
っ
た
。

（
第
七
条
）
足
利
義
満
に
つ
い
て
の
記
述
。
常
光
寺
と
い
う
題
額
は
義
満
の
自
筆

に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
康
応
元
年
十
月
廿
二
日
に
は
、
義
満
が
常
光
寺
を
訪
れ

る
。

（
第
八
条
）
常
光
寺
の
地
蔵
菩
薩
像
が
最
初
に
安
置
さ
れ
て
い
た
小
地
蔵
堂

（「
草
堂
」）
に
つ
い
て
の
記
述
。「
通
玄
東
堂
」
が
こ
の
小
地
蔵
堂
を
篤
く
信
仰
し

て
お
り
、
本
尊
で
あ
る
地
蔵
菩
薩
像
が
新
殿
に
移
さ
れ
た
後
、
こ
の
堂
に
新
し
い

地
蔵
菩
薩
像
を
寄
進
す
る
。
そ
の
後
、
寄
進
し
た
地
蔵
菩
薩
像
を
常
光
寺
卒
塔
婆

の
本
尊
に
し
た
い
と
い
う
「
通
玄
東
堂
」
の
意
向
に
よ
っ
て
小
地
蔵
堂
か
ら
卒
塔

婆
へ
移
さ
れ
た
。

（
第
九
条
）
聖
武
天
皇
の
時
代
に
、
行
基
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
常
光
寺
内
の
廟

所
に
つ
い
て
の
記
述
。

（
第
十
条
）
明
徳
二
年
（
一
三
九
一
）
九
月
廿
四
日
に
お
こ
な
わ
れ
た
常
光
寺
供

養
会
に
つ
い
て
の
記
述
。
供
養
会
の
導
師
は
西
琳
寺
長
老
が
勤
め
た
。
七
年
か
け

て
造
ら
れ
た
「
本
堂
一
宇
」・「
塔
婆
一
基
」・「
阿
弥
陀
堂
一
宇
」・「
根
本
地
蔵
廊

廡
一
宇
」・「
鎮
守
一
社
」・「
坊
舎
一
宇
」
と
い
っ
た
常
光
寺
諸
施
設
の
「
造
功
」

は
藤
原
盛
継
の
手
腕
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

（
第
十
一
条
）
常
光
寺
創
建
に
尽
力
し
た
藤
原
盛
継
に
つ
い
て
の
記
述
。
盛
継
は

「
当
庄
郷
民
新
治
西
郷
高
田
堂
」
の
住
人
で
あ
っ
た
。
北
朝
か
ら
「
大
夫
」
の
官

（
�
）
位
を
与
え
ら
れ
、
室
町
幕
府
か
ら
は
「
乗
馬
之
礼
」
を
許
可
さ
れ
た
。
晩
年
は

（
�
）

「
保
寿
菴
」
の
「
貞
西
堂
」
よ
り
衣
鉢
を
授
け
ら
れ
、「
明
有
」
と
い
う
号
に
改
名

す
る
。
そ
し
て
明
徳
元
年
（
一
三
九
〇
）
八
月
十
四
日
に
六
十
四
歳
で
帰
寂
し
、

常
光
寺
の
檀
那
は
平
五
大
夫
国
継
へ
と
継
承
さ
れ
る
。

（
第
十
二
条
）〜（
第
十
七
条
）
藤
原
盛
継
の
死
後
、
常
光
寺
檀
那
と
な
っ
た
大
夫

国
継
の
功
績
及
び
応
永
二
年
〜
五
年
（
一
三
九
五
〜
九
八
）
ま
で
の
常
光
寺
修
造

に
つ
い
て
の
記
述
。

以
上
が
「
縁
起
」
の
概
要
で
あ
る
。
こ
の
縁
起
の
特
徴
と
し
て
は
、
造
営
・
法

会
等
の
日
付
が
正
確
に
記
さ
れ
て
い
る
点
が
あ
る
。
こ
れ
は
「
縁
起
」
の
元
と
な

っ
た
造
営
記
録
等
が
存
在
し
、
そ
れ
ら
の
史
料
か
ら
抄
出
し
た
結
果
と
考
え
ら
れ

（
�
）
る
。
そ
の
た
め
、
記
述
内
容
に
前
後
し
て
い
る
部
分
が
見
受
け
ら
れ
る
。「
縁
起
」

に
み
え
る
常
光
寺
創
建
の
経
過
を
を
時
系
列
に
整
理
し
た
も
の
が
〔
表
１
〕
で
あ

る
。（
序
文
）
に
あ
る
よ
う
に
、
藤
原
盛
継
が
細
々
と
信
奉
し
て
い
た
小
地
蔵
堂

は
荒
れ
果
て
た
「
一
草
堂
」
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
至
徳
二
年
夏
頃
、
河
内

国
守
護
畠
山
基
国
の
頭
痛
を
平
癒
さ
せ
た
と
し
て
寺
領
が
安
堵
さ
れ
、
同
年
七
月

廿
二
日
に
報
賽
の
た
め
基
国
が
下
向
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
名
声
が
諸
国
に
広
ま
っ

た
。
そ
の
後
、
常
光
寺
は
畠
山
基
国
と
の
関
係
を
契
機
と
し
て
、
守
護
代
も
し
く

は
小
守
護
代
と
推
定
さ
れ
る
「
国
方
」
や
河
内
国
の
有
力
寺
社
で
あ
っ
た
西
琳

寺
、「
通
玄
東
堂
」（
こ
の
人
物
に
つ
い
て
は
第
三
章
で
後
述
）、
将
軍
足
利
義
満

等
の
中
央
権
力
や
そ
の
周
辺
と
密
接
な
関
係
を
結
び
急
速
に
発
展
し
て
い
る
点
は

注
目
さ
れ
よ
う
。
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ま
た
、
常
光
寺
と
律
宗
と
の
関
係
を
考
え
る
上
で
、（
第
四
条
）
の
記
述
は
見

〔
聖
〕

逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
常
光
寺
の
前
身
で
あ
っ
た
新
堂
寺
で
は
、「
正
道
」
に

よ
る
「
昼
夜
勤
行
」
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
聖
道
と
は
自
力
に
よ
る
修
行
を
重

視
す
る
聖
道
門
を
意
味
し
て
お
り
、
顕
密
系
の
僧
侶
集
団
が
新
堂
寺
に
住
し
て
い

〔
衆
〕（
�
）

た
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
の
直
後
の
記
述
に
は
、「
常
願
寺
僧
」
が
「
律
扉
」
を

「
排
」
し
て
い
た
と
あ
る
。「
常
願
寺
僧
」
は
不
断
勤
行
を
お
こ
な
っ
て
い
た
顕
密

僧
集
団
を
指
す
も
の
と
み
ら
れ
、
新
堂
寺
は
元
々
顕
密
系
寺
院
で
あ
り
、
律
僧
集

団
も
住
し
て
は
い
た
が
、
以
前
か
ら
い
た
顕
密
僧
集
団
が
寺
院
の
主
導
権
を
握
っ

（
�
）

て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
新
堂
寺
に
律
僧
集
団
が
流
入
し
て
い
た
背
景

に
は
、
こ
の
地
域
が
鎌
倉
後
期
よ
り
律
宗
の
活
動
基
盤
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
大

き
か
っ
た
。
新
堂
寺
の
前
に
あ
っ
た
新
泉
寺
は
、
鎌
倉
後
期
に
活
躍
し
た
律
僧
導

（
�
）

御
に
よ
る
勧
進
拠
点
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
る
。
南
北
朝
後
期
に
新
堂
寺
を
悉
く

「
買
得
」
し
た
後
、
顕
密
僧
集
団
が
保
有
し
て
い
た
「
供
職
」
の
再
分
配
・
再
編

成
、
供
養
会
へ
の
西
琳
寺
長
老
の
招
請
な
ど
、
律
僧
集
団
が
顕
密
僧
集
団
を
圧
倒

（
�
）

す
る
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
は
「
縁
起
」
が
記
す
通
り
で
あ
る
。

二
、「
常
光
寺
縁
起
」
の
信
憑
性

前
節
で
み
た
よ
う
に
様
々
な
情
報
を
提
供
す
る
「
縁
起
」
で
は
あ
る
が
、
そ
の

内
容
は
い
つ
頃
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。「
縁
起
」
巻
末
に
は
「
右
常
光

寺
縁
起
応
永
六
己
卯
辰
正
月
二
十
四
日
記
レ

之
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

「
縁
起
」
の
書
体
が
近
世
で
あ
る
こ
と
や
、
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
常
光
寺
関
連

史
料
の
残
存
状
況
の
問
題
か
ら
「
縁
起
」
の
内
容
に
つ
い
て
の
検
討
は
保
留
さ
れ

て
き
た
よ
う
に
お
も
え
る
。
本
節
で
は
、「
縁
起
」
の
内
容
を
当
該
期
の
史
料
と

比
較
す
る
こ
と
で
、
記
述
の
信
憑
性
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

〔表 1〕「常光寺縁起」にみえる常光寺諸施設の造立経過

内容
この頃、藤原盛継、小地蔵堂（「草堂」）を信奉。
八尾東西両郷において疫病が流行するが、地蔵菩薩の霊験によって盛継は平癒
する。
盛継、守護畠山基国の頭痛を祈祷によって治癒する（常光寺領の安堵）。
畠山基国が病気治癒の御礼として参詣（常光寺が全国的に有名となる）。
小地蔵堂に替わり、常光寺の新地蔵堂を建立。
常光寺へ吉野子守・勝手社の崇神鏡が移される。
新地蔵堂上棟式（「国方」・「諸権門」臨席）。
新地蔵堂地蔵菩薩像安座式（導師：「賢快」）。
鰐口の鋳造。
卒塔婆造立（願主：「通玄東堂」）。
足利義満、参詣。
盛継、保寿庵貞西堂より衣鉢を授けられる。
常光寺檀那藤原盛継、帰寂。
常光寺供養会（導師：「西琳寺長老」）。
楼門・築地・鐘・鐘楼・門前橋・浴室・閻魔像が完成。
「常光寺縁起」が成立。

西暦
1368～79

1379

1385

〃
1386

〃
〃
〃
1388

1389

〃
1389～90

1390

1391

1395～98

1399

和暦
応安～永和年間
康暦元年春

至徳二年孟夏
同年 七月
至徳三年二月
同年 九月
同年 十月
同年 十一月
嘉慶二年三月
康応元年八月
同年 十月
康応～明徳年間
明徳元年八月
明徳二年九月
応永二年～五年
応永六年正月
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「
縁
起
」
の
記
述
内
容
は
常
光
寺
を
主
と
し
て
い
る
た
め
極
め
て
限
定
的
で
あ

り
、
外
部
史
料
と
比
較
で
き
る
箇
所
は
限
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
検
討
す
る
点
は

（
序
文
）
の
記
述
二
点
・（
第
七
条
）
の
記
述
一
点
の
計
三
点
で
あ
る
。

一
点
目
は
、（
序
文
）
に
あ
る
至
徳
二
年
（
一
三
八
五
）
七
月
廿
二
日
の
河
内

国
守
護
畠
山
基
国
に
よ
る
参
詣
を
契
機
と
し
て
、
地
蔵
を
信
仰
す
る
人
々
が
「
雲

集
霧
集
成
レ

堵
成
レ

市
」
ほ
ど
賑
わ
っ
て
い
た
と
い
う
記
述
で
あ
る
。
こ
の
記
述
は

前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
真
言
密
教
僧
ら
の
高
野
参
詣
記
録
と
合
致
す
る
。
住
吉

大
社
や
四
天
王
寺
、
石
清
水
八
幡
宮
と
い
っ
た
平
安
期
よ
り
続
く
高
野
参
詣
の
巡

礼
先
と
し
て
名
高
い
寺
社
と
共
に
常
光
寺
が
巡
礼
対
象
と
な
っ
て
い
た
事
実
か
ら

も
そ
の
隆
盛
ぶ
り
が
う
か
が
え
よ
う
。「
縁
起
」
に
み
ら
れ
る
創
建
期
の
地
蔵
信

仰
の
様
相
は
、
当
時
の
様
子
を
的
確
に
描
写
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

二
点
目
は
、（
序
文
）
に
み
え
る
康
暦
元
年
（
一
三
七
九
）
春
の
疫
病
流
行
に

つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
。『
後
愚
昧
記
』
康
暦
元
年
正
月
十
八
日
条
に
よ
れ
ば

（
�
）

「
咳
気
」
が
「
流
布
」
し
て
お
り
、
そ
れ
は
春
に
な
る
と
さ
ら
に
拡
大
し
た
。
同

年
五
月
に
は
朝
廷
に
お
い
て
「
天
下
病
事
」
に
対
処
す
る
た
め
四
角
四
界
祭
が
お

（
�
）

こ
な
わ
れ
て
お
り
、
康
暦
元
年
春
に
畿
内
を
中
心
と
し
て
疫
病
が
流
行
し
て
い
た

と
い
う
「
縁
起
」
の
記
述
も
史
料
と
一
致
し
て
い
る
。

三
点
目
は
、（
第
七
条
）
の
足
利
義
満
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
。
常
光
寺
に
所

（
�
）

蔵
さ
れ
て
い
る
縁
起
類
・
由
緒
書
の
多
く
が
「
鹿
苑
太
上
天
皇
」
等
の
諡
号
を
用

い
て
い
る
中
で
、
生
前
の
敬
称
で
あ
る
「
准
三
宮
」・「
大
樹
」
の
み
を
用
い
て
い

る
「
縁
起
」
は
他
の
縁
起
類
・
由
緒
書
と
は
一
線
を
画
す
も
の
で
あ
っ
た
。「
縁

起
」
が
義
満
の
生
前
に
使
用
さ
れ
て
い
た
と
推
察
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

ま
た
、
義
満
の
官
職
の
中
で
「
右
大
将
」
の
兼
任
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
は
注

目
さ
れ
る
。「
右
大
将
」
は
朝
廷
の
官
職
で
あ
る
右
近
衛
大
将
の
こ
と
を
指
し
て

お
り
、
足
利
義
満
は
永
和
四
年
（
一
三
七
八
）、
權
大
納
言
と
兼
任
す
る
形
で
補

任
さ
れ
る
。
将
軍
が
右
近
衛
大
将
へ
と
任
じ
ら
れ
る
の
は
源
頼
朝
以
来
の
こ
と
で

あ
り
、
武
家
に
と
っ
て
右
近
衛
大
将
の
兼
任
は
最
高
の
ス
テ
ー
タ
ス
シ
ン
ボ
ル
で

あ
っ
た
。
最
近
の
研
究
で
は
、
義
満
に
よ
る
右
近
衛
大
将
拝
賀
の
儀
式
は
頼
朝
の

（
�
）

先
例
を
意
識
し
つ
つ
も
、
質
・
規
模
共
に
凌
駕
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

頼
朝
の
拝
賀
を
質
・
規
模
共
に
越
え
た
盛
大
な
儀
式
を
挙
行
す
る
こ
と
に
よ
り
、

頼
朝
以
来
の
存
在
、
頼
朝
を
超
越
す
る
存
在
と
し
て
当
時
の
人
々
の
記
憶
に
刻
ま

れ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。「
縁
起
」
で
は
「
幕
下
」（
将
軍
）
が
「
顕
職
」

を
兼
ね
る
の
は
「
建
久
之
往
」（
頼
朝
）
以
来
で
あ
る
と
記
す
。「
縁
起
」
に
お
け

る
義
満
の
記
述
は
当
時
の
人
々
の
評
価
を
良
く
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い

え
る
だ
ろ
う
。

以
上
、「
縁
起
」
の
内
容
を
考
察
し
、
そ
の
信
憑
性
に
つ
い
て
検
討
し
た
。「
縁

起
」
の
記
述
は
、
造
営
・
法
会
等
の
日
付
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
る
こ
と
が
特
徴
で

あ
り
、
当
時
の
史
料
と
一
致
す
る
箇
所
も
確
認
で
き
た
。
常
光
寺
創
建
期
に
成
立

し
た
記
録
を
元
に
そ
こ
か
ら
抄
出
し
て
構
成
さ
れ
た
も
の
が
「
縁
起
」
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。「
縁
起
」
の
内
容
は
、
小
野
篁
・
行
基
の
伝
承
な
ど
一
部
信
憑

性
に
欠
け
る
部
分
を
除
け
ば
、
常
光
寺
創
建
期
の
南
北
朝
後
期
〜
室
町
前
期
の
史

料
と
し
て
信
用
に
足
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、「
縁
起
」
の
内
容
に
つ
い
て
詳

細
に
分
析
す
る
こ
と
で
、
常
光
寺
成
立
に
お
け
る
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
中
央

権
力
と
そ
の
周
辺
の
姿
、
常
光
寺
の
前
身
寺
院
の
時
代
よ
り
律
宗
と
の
関
係
が
あ

（
�
）

っ
た
こ
と
も
確
認
で
き
た
。
勧
進
活
動
の
背
景
に
地
蔵
信
仰
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る

導
御
の
か
つ
て
の
活
動
拠
点
に
、
地
蔵
信
仰
が
発
生
し
た
こ
と
は
単
な
る
偶
然
で

は
な
い
と
お
も
わ
れ
る
。
地
蔵
信
仰
の
発
生
・
発
展
に
は
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た

中
央
権
力
か
ら
の
保
護
に
加
え
、
河
内
地
域
の
律
僧
の
関
与
が
想
定
さ
れ
る
の
で
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あ
る
。

第
三
章

中
央
権
力
と
常
光
寺

創
建
期
に
お
い
て
常
光
寺
の
地
蔵
信
仰
が
中
央
に
ま
で
広
が
り
を
み
せ
て
い
た

こ
と
は
、
当
時
の
史
料
や
「
縁
起
」
の
内
容
か
ら
確
認
で
き
た
。
た
だ
し
、
常
光

寺
が
中
央
権
力
か
ら
保
護
を
得
た
背
景
に
つ
い
て
は
未
だ
不
明
な
点
が
多
い
。
本

章
で
は
中
央
権
力
と
常
光
寺
と
の
接
点
に
つ
い
て
、「
縁
起
」
の
記
述
を
中
心
に

考
察
す
る
。

一
、「
常
光
寺
縁
起
」
の
登
場
人
物

「
縁
起
」
内
に
お
い
て
、
中
央
権
力
と
常
光
寺
の
関
係
に
つ
い
て
最
も
象
徴

的
に
記
述
さ
れ
て
い
る
事
項
は
足
利
義
満
と
の
関
係
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る

（
第
七
条
）
部
分
で
あ
る
。（
第
七
条
）
は
、
義
満
が
寄
進
し
た
常
光
寺
の
額
字
に

つ
い
て
・
義
満
の
隆
盛
を
称
え
る
文
・
康
応
元
年
十
月
廿
二
日
の
常
光
寺
参
詣
の

記
述
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
義
満
と
常
光
寺
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
の

手
掛
り
は
全
く
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
先
行
研
究
に
お
い
て
も
両
者
に
何
ら
か
の
関

係
が
あ
っ
た
と
言
及
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

縁
起
は
、
主
と
し
て
寺
院
側
に
よ
る
外
部
へ
の
保
護
・
寄
進
等
の
利
益
誘
導
を

目
的
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
当
時
の
状
況
に
応
じ
て
縁
起

の
内
容
も
変
化
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
常
光
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
縁
起
類
・
由

緒
書
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
永
正
八
年
（
一
五
一
一
）
六
月
の
年
記
を
も

（
�
）

つ
勧
進
帳
は
前
年
の
大
地
震
で
被
害
を
う
け
た
常
光
寺
の
復
興
を
目
的
と
し
て
作

成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
地
蔵
信
仰
に
つ
い
て
の
み
記
さ
れ
、
義
満
と

の
関
係
に
つ
い
て
は
一
言
も
述
べ
ら
れ
て
は
い
な
い
。
こ
れ
は
将
軍
職
の
失
墜
に

よ
っ
て
既
に
足
利
将
軍
家
の
威
光
は
勧
進
活
動
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
く

な
っ
て
い
た
永
正
年
間
の
状
況
を
示
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
縁
起
内
に
登
場

す
る
人
物
や
内
容
は
そ
の
時
々
の
状
況
を
示
す
も
の
と
し
て
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ

う
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
義
満
と
常
光
寺
両
者
の
関
係
を
考
察
す
る
上
で
、「
縁

起
」
の
登
場
人
物
に
着
目
し
た
。

「
縁
起
」
の
主
な
登
場
人
物
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
叙
述
内
容
よ
り
分
類
し
た

結
果
、
次
の
よ
う
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

【
第
一
グ
ル
ー
プ
】：

藤
原
盛
継
、
足
利
義
満
、「
平
五
大
夫
国
継
」

【
第
二
グ
ル
ー
プ
】：

小
野
篁
、
ア
シ
ョ
ー
カ
王
、
諸
葛
亮
孔
明
、
行
基

【
第
三
グ
ル
ー
プ
】：

「
賢
快
」、「
西
琳
寺
長
老
」、「
保
寿
菴
貞
西
堂
」、
畠
山

基
国

【
第
四
グ
ル
ー
プ
】：

「
通
玄
東
堂
」

【
第
一
グ
ル
ー
プ
】
は
「
縁
起
」
内
に
お
い
て
詳
細
な
記
述
が
あ
る
人
物
で
あ

り
、「
縁
起
」
の
核
と
な
る
人
物
で
あ
る
。【
第
二
グ
ル
ー
プ
】
に
は
「
縁
起
」
中

に
登
場
し
た
歴
史
上
の
著
名
な
人
物
を
分
類
し
た
。
こ
れ
ら
の
人
物
は
縁
起
の
箔

付
け
と
し
て
登
場
す
る
有
名
人
で
あ
り
、
縁
起
の
読
み
手
に
対
す
る
説
明
は
特
に

必
要
と
は
し
な
い
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。【
第
三
グ
ル
ー
プ
】
は
「
縁
起
」
の
脇
役

で
あ
る
。
縁
起
の
本
筋
に
は
関
係
な
い
が
、「
供
養
会
導
師
」
を
勤
め
た
「
西
琳

寺
長
老
」
と
い
う
よ
う
に
、
ど
の
よ
う
な
人
物
か
縁
起
の
読
み
手
に
も
理
解
で
き

る
よ
う
に
簡
潔
な
修
飾
語
の
み
で
説
明
さ
れ
て
い
る
人
物
に
つ
い
て
こ
の
グ
ル
ー

プ
に
分
類
し
た
。【
第
四
グ
ル
ー
プ
】
は
前
の
三
グ
ル
ー
プ
の
い
ず
れ
に
も
分
類

で
き
な
か
っ
た
「
通
玄
東
堂
」
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
分
類
し
た
。「
通
玄
東
堂
」

は
「
縁
起
」
内
に
お
い
て
（
第
六
条
）・（
第
八
条
）
の
二
ヶ
所
に
登
場
し
、
小
地
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蔵
像
の
寄
進
を
お
こ
な
っ
て
い
る
願
主
で
あ
る
。「
通
玄
東
堂
」
は
「
縁
起
」
に

お
け
る
重
要
な
人
物
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、「
通
玄
東
堂
」
は
常
光
寺
創
建
に

重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、【
第
三
グ
ル
ー
プ
】
の
よ
う
な

簡
潔
な
説
明
す
ら
な
さ
れ
て
は
い
な
い
。
こ
れ
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。「

縁
起
」
が
年
記
の
通
り
応
永
六
年
（
一
三
九
九
）
に
作
成
・
使
用
さ
れ
た
と

仮
定
す
る
な
ら
ば
、
応
永
六
年
以
降
よ
り
義
満
の
諡
号
が
用
い
ら
れ
る
応
永
十
五

年
（
一
四
〇
八
）
頃
ま
で
「
縁
起
」
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
つ
ま

り
、「
通
玄
東
堂
」
は
応
永
年
間
頃
の
縁
起
の
読
み
手
と
な
る
人
々
に
と
っ
て
説

明
不
要
で
あ
っ
た
人
物
で
あ
り
、
著
名
な
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で

は
次
に
、「
通
玄
東
堂
」
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

二
、「
通
玄
東
堂
」
に
つ
い
て

従
来
の
研
究
で
は
、「
縁
起
」
中
に
登
場
す
る
「
通
玄
東
堂
」
と
い
う
人
物
は

『
八
尾
市
史
』
で
は
常
光
寺
の
住
職
と
し
て
、『
大
阪
府

八
尾
市
内
寺
院
古
文
書

調
査
報
告
書
（
目
録
）』（
以
下
、『
調
査
報
告
書
』
と
記
す
）
で
は
禅
僧
と
し
て

理
解
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
の
理
解
は
「
東
堂
」
と
い
う
語
句
の
解
釈
に
起
因

し
て
い
る
。

東
堂
と
は
、
元
々
退
院
し
た
禅
刹
の
住
持
を
収
容
す
る
別
寮
の
こ
と
を
さ
す
。

こ
れ
は
官
寺
制
に
お
い
て
住
持
の
任
期
や
定
員
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
が
要
因
と
な

り
、
退
院
し
た
そ
の
寺
の
住
持
を
収
容
す
る
施
設
と
し
て
東
堂
、
他
山
の
前
住
持

を
収
容
す
る
施
設
と
し
て
西
堂
が
成
立
し
た
。
そ
こ
か
ら
転
じ
て
そ
の
寺
の
前
住

（
�
）

を
東
堂
、
他
山
の
前
住
を
西
堂
と
呼
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。『
八
尾

市
史
』
は
「
通
玄
東
堂
」
の
「
東
堂
」
を
そ
の
寺
の
前
住
と
し
て
捉
え
、「
通
玄
」

と
い
う
名
の
常
光
寺
前
住
と
解
釈
し
た
と
お
も
わ
れ
る
。
し
か
し
、『
調
査
報
告

書
』
で
は
禅
僧
と
推
測
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
創
建
当
初
の
常
光
寺
が
禅
宗

寺
院
で
は
な
い
と
い
う
指
摘
に
つ
い
て
も
考
え
る
な
ら
ば
、「
通
玄
東
堂
」
と
い

う
人
物
名
に
つ
い
て
は
よ
り
慎
重
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

こ
の
問
題
を
考
え
る
上
で
、
常
光
寺
創
建
と
同
時
期
で
あ
る
南
北
朝
後
期
か
ら

室
町
前
期
に
か
け
て
の
史
料
よ
り
、
東
堂
の
用
例
を
確
認
し
た
い
。

（
�
）

次
の
史
料
は
貞
治
六
年
（
一
三
六
七
）
の
足
利
義
詮
御
内
書
で
あ
る
（
傍
線
部

は
筆
者
）。

先
日
高
麗
消
息
上
處
、
為
二

外
国
披
見
一

不
足
覚
候
、
僧
祿
二
字
可
二

添
給
一

候

也
、
恐
々
敬
白
、

（
貞
治
六
年
）

六
月
七
日

義
詮
（
花
押
）

（
春
屋
妙
葩
）

天
龍
寺
東
堂

傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、
天
龍
寺
前
住
で
あ
っ
た
春
屋
妙
葩
は
「
天
龍
寺
東

堂
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
『
應
菴
和
尚
語
録
』
や
『
無
準
和
尚
語
録
』
奥

書
で
は
、
自
ら
「
天
龍
東
堂
比
丘
妙
葩
」
と
寺
の
字
を
省
略
す
る
形
が
用
い
ら
れ

（
�
）

て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
常
光
寺
創
建
期
の
史
料
に
は
【
寺
名
＋
東
堂
】
と
い
う
形
で
記
載

さ
れ
て
い
る
事
例
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。
東
堂
の
発
生
は
禅
寺
の
官
寺
制
確
立

に
端
を
発
し
て
い
た
が
、
史
料
中
に
み
え
る
東
堂
は
何
れ
も
官
寺
制
の
中
心
に
位

置
し
て
い
た
大
寺
院
に
関
す
る
事
例
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
大
寺
院
と
比
較
す

る
に
、
創
建
間
も
な
い
常
光
寺
に
東
堂
が
設
置
さ
れ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。

こ
れ
ら
の
点
か
ら
「
通
玄
東
堂
」
は
通
玄
寺
の
東
堂
と
し
て
解
釈
す
る
ほ
う
が
妥

当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
通
玄
寺
東
堂
と
は
ど
の
よ
う
な
人
物
に
比
定
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
通
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玄
寺
は
か
つ
て
高
倉
通
三
条
上
ル
西
側
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
禅
宗
寺
院
の
尼
寺
で

あ
り
、
智
泉
聖
通
（
一
三
〇
九
〜
一
三
八
八
）
と
い
う
尼
僧
が
建
立
し
た
寺
院
で

（
�
）

あ
っ
た
。『
空
華
日
用
工
夫
略
集
』
康
暦
二
年
（
一
三
八
〇
）
十
二
月
八
日
条
に

み
え
る
通
玄
寺
仏
殿
経
始
会
の
記
事
よ
り
こ
の
頃
建
立
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
�
）

次
の
史
料
は
通
玄
寺
旧
蔵
の
春
屋
妙
葩
書
状
で
あ
る
。

法
衣
一
頂

地
萌
・
畦
紫
・
顕
紋
紗

（

随

分

秘

蔵

）

ま
い
ら
せ
候
す
い
ふ
ん
ひ
さ
う

（
を
）

し
て
候
お
ま
い
ら
せ
候
あ
な
か
し
く

永
徳
二
年
六
月
三
日

天
龍
住
持
妙
葩
（
花
押
）

（
智
泉
聖
通
）

通
玄
寺
東
堂
侍
者
御
中

永
徳
二
年
（
一
三
八
二
）
時
点
で
通
玄
寺
に
は
東
堂
が
置
か
れ
、
開
基
で
あ
っ

た
智
泉
聖
通
が
通
玄
寺
東
堂
と
呼
称
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
至
徳
二

（
�
）

年
（
一
三
八
五
）
に
も
智
泉
聖
通
は
「
東
堂
老
尼
」
と
し
て
記
さ
れ
て
お
り
、
常

光
寺
創
建
と
同
時
期
に
通
玄
寺
東
堂
な
る
人
物
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
確
実
で

あ
ろ
う
。
以
上
の
点
よ
り
、「
縁
起
」
に
み
え
る
「
通
玄
東
堂
」
と
同
一
視
さ
れ

る
人
物
と
し
て
智
泉
聖
通
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

三
、「
通
玄
東
堂
」
と
足
利
義
満

前
節
で
は
、「
縁
起
」
中
の
「
通
玄
東
堂
」
な
る
人
物
を
通
玄
寺
東
堂
で
あ
っ

た
智
泉
聖
通
に
比
定
し
た
が
、
智
泉
聖
通
と
常
光
寺
に
は
ど
の
よ
う
な
接
点
が
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

次
の
史
料
は
、
応
永
二
十
七
年
（
一
四
二
〇
）
に
お
こ
な
わ
れ
た
智
泉
聖
通
三

（
�
）

十
三
回
忌
に
お
い
て
、
天
龍
寺
住
持
大
愚
性
智
が
述
べ
た
法
語
の
一
節
で
あ
る
。

命
レ

工
彫
二

刻
佛
菩
薩
形
容
毎
日
一
軀
一

、
終
身
不
レ

怠
、
又
逢
二

月
之
廿
四

日
一

、
必
念
二

地
蔵
尊
號
一

、
凡
一
万
返
以
為
二

其
常
一

云
々
。

こ
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
智
泉
聖
通
は
熱
心
な
地
蔵
信
仰
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
う

か
が
え
る
。「
縁
起
」（
第
六
条
）
に
み
え
る
「
彫
工
之
小
地
蔵
」
を
「
通
玄
東

堂
」
が
数
体
寄
進
し
た
記
述
と
の
類
似
性
も
認
め
ら
れ
よ
う
。
ま
た
至
徳
二
年

（
�
）

（
一
三
八
五
）、
智
泉
聖
通
は
病
を
患
っ
て
い
る
が
、
こ
の
年
は
病
気
治
癒
の
地
蔵

菩
薩
と
し
て
常
光
寺
地
蔵
の
名
が
諸
国
に
広
ま
っ
た
年
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
名
声

は
第
一
章
で
み
た
よ
う
な
洛
中
の
真
言
密
教
僧
の
み
な
ら
ず
、
地
蔵
信
仰
者
で
あ

っ
た
智
泉
聖
通
の
耳
に
も
入
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。
智
泉
聖
通
・
常
光
寺
間
の
関

係
に
つ
い
て
時
系
列
に
整
理
す
る
と
〔
表
２
〕
の
よ
う
に
な
る
。
智
泉
聖
通
が
常

光
寺
へ
地
蔵
菩
薩
像
を
寄
進
し
た
の
は
、「
縁
起
」（
序
文
）・（
第
八
条
）
よ
り
至

徳
三
年
（
一
三
八
六
）
二
月
以
降
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
塔
婆
造
営
は
中
世
後

（
�
）

期
の
記
録
で
は
釿
始
よ
り
上
棟
ま
で
十
ヶ
月
程
度
を
要
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
塔

婆
建
立
は
嘉
慶
二
年
頃
（
一
三
八
八
）
に
は
計
画
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
智

泉
聖
通
と
常
光
寺
と
の
間
に
は
こ
う
し
た
地
蔵
信
仰
が
接
点
と
し
て
存
在
し
て
い

た
の
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
足
利
義
満
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
常
光
寺
へ
の
題
額
寄
進
・
参
詣
で

あ
る
が
、
そ
の
要
因
を
理
解
す
る
に
は
実
は
智
泉
聖
通
の
血
縁
が
重
要
と
な
る
。

〔
系
図
〕
足
利
義
満
・
常
光
寺
関
連
系
図
（
以
下
、〔
系
図
〕
と
記
す
）
に
お
い
て

智
泉
聖
通
・
足
利
義
満
・
常
光
寺
（
檀
那
藤
原
盛
継
）
の
関
係
を
示
し
た
。

智
泉
聖
通
は
順
徳
天
皇
の
末
裔
で
あ
る
四
辻
宮
尊
雅
王
の
娘
と
し
て
生
ま
れ
、

後
に
石
清
水
八
幡
宮
祠
官
家
の
善
法
寺
通
清
（
改
名
後：

了
清
）
の
も
と
へ
嫁
い

で
い
る
。〔
系
図
〕
で
は
、
通
清
と
の
間
に
生
ま
れ
た
子
供
の
中
に
つ
い
て
重
要

と
お
も
わ
れ
る
人
物
の
み
を
記
し
た
。
そ
れ
が
紀
良
子
と
広
橋
仲
子
の
姉
妹
で
あ
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〔表 2〕智泉聖通・常光寺関連年表

内容
通玄寺創建。
智泉聖通が病を患う。
常光寺の地蔵が有名となる。
新地蔵堂建立。
小地蔵堂の本尊であった地蔵菩薩像が新地蔵堂へ移される（安座式）。
智泉聖通が小地蔵堂へ地蔵像を寄進。
常光寺塔婆の造塔が計画される。願主智泉聖通は一旦小地蔵堂寄進した地蔵像
を塔婆本尊にすることを希望。
智泉聖通、入滅。
常光寺塔婆上棟。

西暦
1379～81

1385

〃
1386

〃
〃
1388

〃
1389

和暦
康暦年間
至徳二年二月
至徳二年夏頃
至徳三年二月
同年 十一月
至徳三年頃
嘉慶二年頃

嘉慶二年十一月
康応元年八月

〔系図〕足利義満・常光寺関連系図
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る
。
紀
良
子
は
足
利
義
詮
と
の
間
に
義
満
を
も
う
け
、
広
橋
仲
子
は
後
光
厳
天
皇

と
の
間
に
緒
仁
親
王
（
後
円
融
天
皇
）
を
も
う
け
た
。
つ
ま
り
、
智
泉
聖
通
は
そ

れ
ぞ
れ
公
武
の
頂
点
に
立
つ
権
力
者
足
利
義
満
・
後
円
融
天
皇
二
人
の
外
祖
母
に

あ
た
る
人
物
で
あ
っ
た
。「
縁
起
」
に
お
け
る
「
通
玄
東
堂
」
智
泉
聖
通
の
人
物

叙
述
が
非
常
に
簡
潔
で
あ
っ
た
要
因
に
は
、「
縁
起
」
成
立
時
点
（
も
し
く
は

「
縁
起
」
の
原
本
成
立
時
点
）
に
お
い
て
、
読
み
手
に
対
す
る
説
明
を
必
要
と
し

な
い
ほ
ど
有
名
な
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

足
利
義
満
と
常
光
寺
に
は
血
縁
を
介
し
た
接
点
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
の
鍵
と

な
っ
た
人
物
が
「
通
玄
東
堂
」
の
智
泉
聖
通
で
あ
っ
た
。
足
利
義
満
に
よ
る
常
光

寺
へ
の
題
額
寄
進
や
康
応
元
年
（
一
三
八
九
）
十
月
の
参
詣
は
、
自
身
の
外
祖
母

で
あ
る
智
泉
聖
通
の
一
周
忌
に
備
え
、
権
力
者
の
祖
母
が
信
仰
し
た
寺
院
と
し
て

相
応
し
い
よ
う
威
容
を
整
え
よ
う
と
す
る
狙
い
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

四
、
畠
山
基
国
と
常
光
寺

前
述
し
た
よ
う
に
、
足
利
義
満
の
外
祖
母
智
泉
聖
通
に
よ
る
常
光
寺
地
蔵
信
仰

の
様
相
が
解
明
さ
れ
る
こ
と
で
、「
縁
起
」
に
象
徴
的
に
記
さ
れ
る
足
利
義
満
と

常
光
寺
と
の
関
係
の
背
景
に
は
、
外
祖
母
の
信
仰
及
び
血
縁
の
介
在
が
あ
っ
た
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
権
力
者
に
よ
る
常
光
寺
の
保
護
は

信
仰
・
血
縁
の
み
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
信
仰
・
血
縁
と
は
異

（
�
）

な
っ
た
関
係
を
有
し
て
い
た
の
が
河
内
国
守
護
畠
山
基
国
で
あ
る
。
本
節
で
は
、

常
光
寺
及
び
地
蔵
信
仰
の
発
展
と
当
時
の
政
治
状
況
と
の
密
接
な
関
係
に
つ
い
て

み
て
い
く
。

南
北
朝
期
の
河
内
国
は
、
楠
木
氏
を
中
心
と
し
た
南
朝
勢
力
が
根
強
く
活
動
を

続
け
る
領
国
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
心
人
物
と
な
っ
た
の
が
楠
木
正
儀
で
あ
る
。
一

時
は
幕
府
に
帰
参
し
た
正
儀
で
あ
っ
た
が
、
正
儀
の
支
持
者
で
あ
っ
た
管
領
細
川

頼
之
が
康
暦
の
政
変
で
失
脚
す
る
と
、
幕
府
内
で
の
立
場
を
失
っ
た
と
み
ら
れ
、

永
徳
二
年
（
一
三
八
二
）
に
南
朝
へ
復
帰
す
る
。
こ
の
正
儀
の
南
朝
復
帰
に
よ

り
、
河
内
国
内
で
は
南
朝
勢
力
の
動
き
が
活
発
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の

中
、
南
朝
勢
力
を
駆
逐
す
べ
く
河
内
国
平
定
に
投
入
さ
れ
た
の
が
幕
府
側
の
守
護

畠
山
基
国
で
あ
っ
た
。
基
国
の
河
内
国
支
配
に
つ
い
て
は
、
河
内
国
人
層
を
知
行

保
障
の
も
と
体
制
下
に
組
み
込
も
う
と
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
は
い
る

（
�
）
が
、
史
料
的
制
約
か
ら
依
然
と
し
て
不
明
な
部
分
も
多
い
。

こ
の
よ
う
な
基
国
に
よ
る
領
国
支
配
は
常
光
寺
保
護
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
考
え
る
際
、
東
高
野
街
道
と
八
尾
街
道
を

結
ぶ
交
通
の
要
衝
付
近
に
常
光
寺
が
所
在
し
て
い
た
こ
と
は
注
意
す
べ
き
で
あ

る
。
第
一
章
の
高
野
参
詣
記
録
で
み
た
よ
う
に
南
北
朝
後
期
に
は
東
高
野
街
道
が

主
要
路
と
し
て
往
来
に
利
用
さ
れ
て
い
た
。
東
高
野
街
道
は
軍
事
道
と
し
て
も
重

要
で
あ
り
、
千
早
・
赤
坂
城
を
拠
点
と
す
る
楠
木
氏
の
南
河
内
進
出
を
抑
え
る
た

め
、
東
高
野
街
道
の
制
圧
は
基
国
の
河
内
平
定
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
。

現
に
常
光
寺
を
は
じ
め
と
し
て
、
通
法
寺
や
仏
眼
寺
な
ど
東
高
野
街
道
沿
い
に
あ

る
寺
院
が
何
れ
も
至
徳
二
年
〜
康
応
二
年
（
一
三
八
五
〜
九
〇
）
に
基
国
に
よ
っ

（
�
）

て
創
建
・
造
営
・
保
護
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
基
国
は
河
内
国
を
経
営
す
る
に

あ
た
り
東
高
野
街
道
を
重
視
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
街
道
沿
い
の
寺
院
の
創
建

・
発
展
は
こ
う
し
た
基
国
の
方
針
と
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
。
至
徳
四
年
の
仏
眼

寺
へ
の
足
利
義
満
寄
進
状
に
「
依
二

畠
山
右
衛
門
佐
基
国
執
申
一

、
所
二

寄
付
一

之

状
、
如
レ

件
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
仏
眼
寺
の
保
護
に
は
基
国
の
意
向
が
反
映
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
義
満
の
常
光
寺
へ
の
寄
進
・
参
詣
し
た
要
因
に

は
前
述
し
た
血
縁
の
存
在
の
み
な
ら
ず
、
基
国
に
よ
る
領
国
支
配
の
思
惑
も
介
在
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し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

常
光
寺
と
そ
れ
に
付
随
す
る
地
蔵
信
仰
の
保
護
と
い
う
基
国
の
方
針
は
、
藤
原

盛
継
を
筆
頭
と
し
た
地
域
住
民
と
地
蔵
信
仰
と
の
繋
が
り
も
踏
ま
え
て
考
え
る
な

ら
ば
、
民
心
の
掌
握
と
い
っ
た
意
味
合
い
も
推
定
さ
れ
、
領
国
支
配
の
一
端
と
し

て
地
蔵
信
仰
が
利
用
さ
れ
た
側
面
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
地
蔵
信
仰
と
は
別
に
守

護
の
領
国
支
配
戦
略
と
し
て
常
光
寺
が
庇
護
を
受
け
た
背
景
が
あ
っ
た
こ
と
は
、

創
建
期
以
降
の
常
光
寺
と
河
内
国
守
護
と
の
関
係
を
考
え
る
上
で
留
意
す
る
必
要

が
あ
ろ
う
。

お

わ

り

に

以
上
、
限
ら
れ
た
史
料
の
中
で
は
あ
る
が
、
創
建
期
に
お
け
る
常
光
寺
の
様
相

と
地
蔵
信
仰
を
考
察
す
る
こ
と
で
、
地
蔵
信
仰
を
介
し
た
常
光
寺
と
中
央
権
力
と

の
関
係
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
ま
で
述
べ
た
本
稿
で
の
考
察
を
あ
ら
た

め
て
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

こ
れ
ま
で
寺
内
の
史
料
の
み
で
し
か
創
建
期
に
お
け
る
常
光
寺
の
様
子
は
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
今
回
寺
外
の
史
料
よ
り
常
光
寺
の
創
建

を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
史
料
の
残
存
状
況
か
ら
そ
の
内
容
が
疑
問
視
さ
れ

て
い
た
「
縁
起
」
に
つ
い
て
も
、
当
該
期
の
史
料
と
符
号
す
る
点
か
ら
、
信
憑
性

の
高
い
史
料
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。

ま
た
、
信
用
に
足
る
史
料
と
し
て
確
認
で
き
た
「
縁
起
」
の
内
容
を
再
度
分
析

す
る
こ
と
で
、
常
光
寺
地
蔵
の
名
声
が
中
央
権
力
の
間
に
広
く
浸
透
し
て
い
た
こ

と
が
う
か
が
え
た
。
地
蔵
信
仰
が
有
名
と
な
る
契
機
と
な
っ
た
河
内
国
守
護
畠
山

基
国
に
よ
る
保
護
、
常
光
寺
上
棟
式
に
関
わ
っ
た
河
内
国
守
護
周
辺
、
高
野
参
詣

の
巡
礼
地
と
し
て
訪
れ
た
真
言
密
教
僧
、
常
光
寺
地
蔵
を
信
奉
し
た
通
玄
寺
東
堂

智
泉
聖
通
、
常
光
寺
の
整
備
に
努
め
た
将
軍
足
利
義
満
な
ど
、
中
央
権
力
と
そ
の

周
辺
の
人
々
は
地
蔵
信
仰
を
介
し
て
常
光
寺
と
密
接
に
関
係
し
て
い
た
。
特
に
、

義
満
の
外
祖
母
で
あ
っ
た
智
泉
聖
通
に
よ
る
常
光
寺
地
蔵
へ
の
信
仰
、
守
護
基
国

に
よ
る
河
内
国
支
配
方
針
は
、
将
軍
義
満
が
寄
進
・
参
詣
し
た
要
因
と
し
て
非
常

に
重
要
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
の
常
光
寺
と
中
央
権
力
と
の
関
係
を
決
定
づ
け

（

名

高

き

）

（
�
）

た
。
常
光
寺
が
中
世
を
通
じ
て
「
な
た
か
き
地
蔵
」
と
し
て
存
続
し
た
背
景
に

は
、
律
宗
と
の
関
係
か
ら
地
蔵
信
仰
が
醸
成
さ
れ
や
す
い
地
域
で
あ
っ
た
こ
と
、

そ
し
て
創
建
期
に
中
央
権
力
と
結
び
つ
い
て
地
蔵
信
仰
が
広
く
喧
伝
さ
れ
た
こ
と

が
お
お
き
か
っ
た
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
そ
れ
故
に
中
世
段
階
で
狂
言
の
題
材
と

（
�
）

な
る
な
ど
、
地
蔵
信
仰
は
風
化
せ
ず
に
生
き
続
け
て
き
た
の
で
あ
る
。

（
�
）

常
光
寺
と
八
尾
城
に
関
す
る
問
題
な
ど
、
中
世
の
八
尾
と
常
光
寺
を
考
え
る
上

で
重
要
な
問
題
に
つ
い
て
は
本
稿
で
は
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら

に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注（
１
）
「
海
龍
王
寺
文
書
」
海
龍
王
寺
僧
等
申
状
案
（『
鎌
倉
遺
文
』
六
二
五
六
号
）。

（
２
）
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
明
応
二
年
五
月
二
日
条
。

（
３
）
小
谷
利
明
「
八
尾
・
久
宝
寺
地
域
に
お
け
る
都
市
形
成
」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一

八
六
号
、
二
〇
〇
三
年
）。

（
４
）
小
谷
利
明
「
中
世
の
八
尾
と
常
光
寺
」（『
八
尾
市
立
歴
史
民
俗
資
料
館
研
究
紀

要
』
第
十
九
号
、
二
〇
〇
八
年
）。

（
５
）
「
常
光
寺
縁
起
」
は
『
八
尾
市
史
』（
史
料
編
、
八
尾
市
役
所
、
一
九
六
〇
年
）、

図
録
『
寺
院
と
神
社
の
成
り
立
ち
│
寺
社
縁
起
の
世
界
│
』（
八
尾
市
立
歴
史
民

俗
資
料
館
、
二
〇
〇
一
年
）
に
収
録
さ
れ
て
は
い
る
が
、
い
ず
れ
も
入
手
が
容

易
で
な
い
こ
と
か
ら
本
稿
末
尾
に
掲
載
し
て
い
る
。
文
言
に
つ
い
て
は
八
尾
市
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立
歴
史
民
俗
資
料
館
蔵
写
真
帳
を
も
と
に
修
正
し
た
箇
所
が
あ
る
。

（
６
）
『
八
尾
市
史
』
史
料
編
（
八
尾
市
役
所
、
一
九
六
〇
年
）、『
八
尾
市
史
』
前
近
代

本
文
編
（
八
尾
市
役
所
、
一
九
八
八
年
）
第
二
章
（
執
筆
者：

西
岡
三
四
郎
）

参
照
。

（
７
）
前
註
（
４
）。

（
８
）
「
常
光
寺
文
書
概
説
」（
八
尾
市
教
育
委
員
会
『
大
阪
府
八
尾
市
内
寺
院
古
文
書

調
査
報
告
書
（
目
録
）』、
一
九
九
一
年
）。

（
９
）
創
建
期
の
常
光
寺
の
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
常
光
寺
蔵
の
中
世
史
料
は
、
前
述

し
た
中
世
年
記
を
も
つ
「
常
光
寺
縁
起
」・
嘉
慶
二
年
の
常
光
寺
蔵
鰐
口
の
他
に

は
、
年
未
詳
の
足
利
義
満
御
内
書
が
一
通
あ
る
の
み
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
前
註

（
６
）『
八
尾
市
史
』
史
料
編
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
１０
）
前
註
（
４
）、（
８
）。

（
１１
）
観
智
院
の
概
要
や
歴
代
院
主
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
新
見
康
子
「
観
智
院
の
歴

史
と
美
術
」（
東
寺
宝
物
館
編
『
東
寺
観
智
院
の
歴
史
と
美
術
│
名
宝
の
美
聖
教

の
精
華
│
』、
二
〇
〇
三
年
）
参
照
。

（
１２
）
『
大
日
本
史
料
』
第
六
編
之
六
、
九
八
二
頁
。

（
１３
）
賢
宝
日
記
の
概
要
・
釈
文
に
つ
い
て
は
、
山
本
信
吉
・
橋
本
初
子
「
解
説
」・

「
観
智
院
賢
宝
日
記
（
具
注
暦
）
釈
文
」（
東
宝
記
刊
行
会
編
『
国
宝
東
宝
記

紙
背
文
書
影
印
』、
一
九
八
六
年
）
を
参
照
し
た
。

（
１４
）
京
都
府
立
総
合
資
料
館
所
蔵
「
東
寺
百
合
文
書
」
丙
箱

第
三
分
冊

第
一
九

号
、
前
註
（
１５
）
参
照
。

（
１５
）
本
稿
末
尾
史
料
「
常
光
寺
縁
起
」（
序
文
）。

（
１６
）
京
都
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵

平
松
文
庫
本
『
東
寺
塔
供
養
記
』（
京
都
大
学
電

子
図
書
館

貴
重
資
料
画
像
〔U

R
L

:http
://edb.kulib.kyoto−

u.ac.jp/exhibit/

index.htm
l

〕）。

（
１７
）
『
大
日
本
古
文
書

醍
醐
寺
文
書
之
六
』
一
二
六
九
号
。

（
１８
）
詳
細
に
つ
い
て
は
不
明
。
摂
津
国
島
上
郡
奈
佐
原
荘
岡
本
に
あ
っ
た
吉
祥
寺
か
。

（
１９
）
賢
宝
の
師
杲
宝
は
律
宗
寺
院
で
あ
っ
た
生
馬
山
大
聖
竹
林
寺
の
住
持
教
覚
上
人

が
「
教
相
之
師
」
で
あ
り
、
印
可
伝
授
も
受
け
て
い
る
（『
大
日
本
史
料
』
第
六

編
之
二
四
、
一
六
一
・
一
九
二
頁
）。
ま
た
自
身
も
、
善
法
律
寺
な
ど
の
律
宗
寺

院
と
交
流
し
て
い
る
（「
賢
宝
日
記
」
至
徳
二
年
五
月
六
日
条
等
）。
深
誉
も
律

宗
と
の
関
係
が
想
定
さ
れ
る
人
物
で
あ
る
（『
大
日
本
史
料
』
第
六
編
之
三
九
、

一
六
四
頁
）。

（
２０
）
前
註
（
４
）、（
８
）。
巻
末
に
掲
載
し
た
〔
図
版
〕「
常
光
寺
縁
起
」
写
真
（
巻

頭
・
巻
末
部
分
）
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
２１
）
「
公
家
」
が
南
北
両
朝
の
ど
ち
ら
を
指
す
の
か
に
つ
い
て
は
判
然
と
し
な
い
。

「
衆
徒
」
は
吉
野
大
衆
と
呼
ば
れ
た
金
峯
山
寺
衆
徒
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。

（
２２
）
公
家
社
会
内
の
位
階
で
あ
る
五
位
が
授
け
ら
れ
た
と
想
定
さ
れ
る
。

（
２３
）
「
保
寿
菴
」
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

〔
木
ヵ
〕

（
２４
）
「
縁
起
」（
第
七
条
）
部
分
に
あ
る
「
制
草
之
上
、
露
点
孚
レ

鮮
、
入
本
之
内
、
風

勢
難
レ

尽
」
と
い
う
一
文
は
、
平
安
期
成
立
の
例
文
集
『
朝
野
群
載
』
巻
第
三

「
請
レ

修
二

飾
美
福
門
額
字
一

告
文
」
に
あ
る
「
制
草
之
上
、
露
點
雖
レ

消
、
入
木
之

中
、
風
勢
無
レ

盡
」
と
い
う
文
を
参
考
に
し
て
お
り
、「
縁
起
」
の
作
成
（
も
し

く
は
「
縁
起
」
の
原
本
と
な
っ
た
記
録
の
作
成
）
に
は
知
識
層
が
関
与
し
て
い

た
と
み
ら
れ
る
。

（
２５
）
「
縁
起
」
に
は
文
脈
を
理
解
せ
ず
に
写
し
て
い
る
箇
所
が
散
見
さ
れ
る
が
、（
第

四
条
）
の
「
律
扉
」
部
分
も
同
様
で
あ
る
。「
扉
」
と
「
衆
」
の
く
ず
し
字
が
近

似
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
律
扉
」
の
「
扉
」
部
分
は
「
衆
」
の
誤
写
と
考
え
ら

れ
る
。「
衆
」
を
「
扉
」
と
誤
写
し
て
い
る
同
様
の
例
に
群
書
類
従
本
『
応
仁
略

記
』（
上
巻
「
畠
山
濫
觴
の
事
」）
が
あ
る
。『
応
仁
略
記
』
で
は
「
懺
法
調
聲
の

僧
衆
」
と
し
て
「
東
山
摂
取
院
律
扉
十
二
人
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
前
後
の

文
脈
よ
り
こ
れ
が
「
扉
」
で
は
な
く
「
衆
」
を
指
す
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
誤
写
し
や
す
い
文
字
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

（
２６
）
元
々
顕
密
系
で
あ
っ
た
寺
院
に
お
い
て
、
律
僧
集
団
の
流
入
に
よ
り
顕
密
僧
集

団
と
律
僧
集
団
が
寺
内
に
並
存
し
て
い
た
状
況
は
他
寺
院
で
も
確
認
で
き
る
。

南
河
内
周
辺
で
は
西
琳
寺
が
同
様
の
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。『
西
琳
寺
流

記
』、
大
石
雅
章
「
興
福
寺
大
乗
院
門
跡
と
律
宗
寺
院
│
と
く
に
律
宗
寺
院
大
安

寺
を
通
し
て
│
」（
同
『
日
本
中
世
社
会
と
寺
院
』
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
四

年
）、
羽
曳
野
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
羽
曳
野
市
史
』（
第
一
巻
、
本
文
編
１
、
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一
九
九
七
年
）
七
八
二
〜
七
九
一
頁
参
照
（
執
筆
者：

大
石
雅
章
）。

（
２７
）
導
御
の
勧
進
活
動
に
つ
い
て
は
、
細
川
涼
一
「
法
金
剛
院
導
御
の
宗
教
活
動
」

（
同
『
中
世
律
宗
寺
院
と
民
衆
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
年
）、
井
上
幸
治

「
史
料
紹
介

円
覚
上
人
導
御
の
『
持
斎
念
仏
人
数
目
録
』」（『
古
文
書
研
究
』
５８

号
、
二
〇
〇
四
年
）、
前
註
（
４
）
論
文
を
参
照
。

（
２８
）
律
僧
集
団
が
顕
密
僧
集
団
を
圧
倒
す
る
に
至
っ
た
過
程
や
要
因
に
つ
い
て
は
不

明
で
あ
る
。

（
２９
）
『
東
金
堂
細
々
要
記
』
康
暦
元
年
正
月
十
七
日
条
。

（
３０
）
『
後
深
心
院
関
白
記
』
康
暦
元
年
五
月
廿
五
日
条
。

（
３１
）
「
初
日
山
常
光
寺
無
尽
燈
化
疏
」（
八
尾
市
立
歴
史
民
俗
資
料
館
架
蔵
写
真
帳
）。

（
３２
）
高
橋
典
幸
「
任
右
大
将
と
『
吾
妻
鏡
』
│
『
吾
妻
鏡
』
受
容
の
一
背
景
」（『
年

報
三
田
中
世
史
研
究
』
１２
、
二
〇
〇
五
年
）、
小
川
剛
生
『
足
利
義
満
│
公
武
に

君
臨
し
た
室
町
将
軍
│
』（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
二
年
）。

（
３３
）
八
木
聖
弥
「『
太
平
記
』
と
地
蔵
信
仰
」（
同
『
太
平
記
的
世
界
の
研
究
』
思
文

閣
出
版
、
一
九
九
九
年
）。

（
３４
）
「
常
光
寺
文
書
」（『
八
尾
市
史
』
史
料
編
、
八
尾
市
役
所
、
一
九
六
〇
年
）。

（
３５
）
玉
村
竹
二
「
五
山
叢
林
の
塔
頭
に
つ
い
て
」（『
日
本
禅
宗
史
論
集
』
上
、
思
文

閣
出
版
、
一
九
八
八
年
）。

（
３６
）
一
四
一
号
文
書
（
鹿
王
院
文
書
研
究
会
編
『
鹿
王
院
文
書
の
研
究
』
思
文
閣
出

版
、
二
〇
〇
〇
年
）。

（
３７
）
『
大
日
本
史
料
』
第
六
編
之
三
三
、
一
〇
九
頁
。

（
３８
）
通
玄
寺
及
び
智
泉
聖
通
に
つ
い
て
は
、
飛
鳥
井
慈
孝
編
『
通
玄
寺
史
』（
笠
間
書

院
、
一
九
七
八
年
）、
芝
野
康
之
「
草
創
期
の
通
玄
寺
曇
華
院
に
つ
い
て
」（『
京

都
市
史
編
さ
ん
通
信
』
二
一
三
、
一
九
八
七
年
）、
大
石
雅
章
「
比
丘
尼
御
所
と

室
町
幕
府
│
尼
五
山
通
玄
寺
を
中
心
に
し
て
│
」（
前
註
（
２７
）
大
石
氏
著
書
第

二
部
所
収
）、
京
都
国
立
博
物
館
編
『
高
僧
と
袈
裟
』（
特
別
展
覧
会
図
録
、
二

〇
一
〇
年
）
を
参
照
。

（
３９
）
前
註
（
３９
）『
高
僧
と
袈
裟
』、
二
六
六
頁
。

（
４０
）
『
空
華
日
用
工
夫
略
集
』
至
徳
二
年
二
月
二
日
条
。

（
４１
）
飛
鳥
井
慈
孝
編
『
通
玄
寺
史
』（
笠
間
書
院
、
一
九
七
八
年
）。

（
４２
）
前
註
（
４１
）。

（
４３
）
「
塔
婆
造
営
日
記
」（
五
條
市
史
編
集
委
員
会
編
『
五
條
市
史
』
一
九
八
七
年
）

九
一
一
頁
。

（
４４
）
基
国
と
常
光
寺
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、「
縁
起
」（
序
文
）
及
び
（
第
一
条
）

を
参
照
。

（
４５
）
前
註
（
２７
）『
羽
曳
野
市
史
』
八
二
六
〜
八
三
〇
頁
（
執
筆
者：

川
岡
勉
）。

（
４６
）
常
光
寺
で
は
至
徳
二
年
に
寺
地
が
安
堵
さ
れ
、
仏
眼
寺
は
至
徳
四
年
に
領
地
寄

進
を
う
け
て
い
る
（
渡
辺
忠
男
氏
所
蔵
「
仏
眼
寺
文
書
」〔
川
岡
勉
編
『
羽
曳
野

資
料
叢
書

第
三
巻

畠
山
家
文
書
集
』
一
九
九
一
年
〕）。
通
法
寺
で
は
康
応

二
年
に
整
備
が
開
始
さ
れ
て
い
る
（『
通
法
寺
記
』〔
彰
考
館
文
庫
所
蔵
謄
写
本

『
諸
寺
文
書
纂
』
所
収
〕）。

（
４７
）
二
〇
八
号
文
書
（
伊
藤
真
昭
・
上
田
純
一
・
原
田
正
俊
・
秋
宗
康
子
編
『
相
国

寺
蔵

西
笑
和
尚
文
案
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
七
年
）。

（
４８
）
「
ざ
ひ
人
」（
内
山
弘
編
『
天
正
狂
言
本

本
文
・
総
索
引
・
研
究
』
笠
間
書
院
、

一
九
九
八
年
）。

（
４９
）
「
縁
起
」
を
み
る
と
、
前
身
寺
院
で
あ
る
新
堂
寺
の
「
築
地
」（
第
四
条
）
を
壊

し
て
以
後
、
応
永
二
年
に
「
築
地
」（
第
十
三
条
）
が
再
び
建
て
ら
れ
る
ま
で
寺

の
境
界
を
示
す
も
の
は
な
か
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。
し
か
し
、
至
徳
三
年
段
階

で
「
郭
外
」
と
い
っ
た
境
界
が
（
第
一
条
）
に
み
え
る
。
寺
の
境
界
以
外
に
周

辺
に
郭
が
設
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
常
光
寺
の
周
辺
が
何
ら
か
の
軍
事

要
害
の
跡
地
で
あ
っ
た
と
い
う
推
定
も
成
り
立
つ
の
で
は
な
い
か
。

〔
付
記
〕
史
料
閲
覧
に
あ
た
っ
て
は
、
八
尾
市
立
歴
史
民
俗
資
料
館
館
長
小
谷
利
明
氏
に

種
々
便
宜
を
は
か
っ
て
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、「
常
光
寺
縁
起
」
写
真
掲
載
に
関
し
て
、

常
光
寺
御
住
職
片
岡
英
俊
氏
に
ご
快
諾
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

関
西
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
・
博
士
課
程
後
期
課
程

⎝⎛

⎠⎞

関
西
大
学
ア
ジ
ア
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
Ｒ
Ａ
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〔図版〕「常光寺縁起」写真（巻頭・巻末部分）
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「
常
光
寺
縁
起
」

※
句
読
点
は
原
本
に
は
な
い
が
、
す
べ
て
（
、）
に
統
一
し
て
適
宜
付
し
た
。
誤

字
・
誤
記
な
ど
の
場
合
は
、
右
傍
に
〔

〕
と
正
字
を
付
し
た
。
人
名
の
考
証
な

ど
は
、
全
て
（

）
で
示
し
た
。

（
箱
書
）

（
表
）「
河
州
八
尾
初
日
山
常
光
禅
寺
縁
起
」

（
中
）「
地
蔵
尊
之
縁
起
一
軸
当
今
東
郷
西
信
禅
門
之
苗
孫
和
久
荷
木
老
人
因
二

旧
縁
一

再
為
二

繕
修
一

、
永
護
二

将
来
一

以
欲
レ

誓
二

現
当
世
一

不
レ

朽
二

其

功
一

、
伏
願
拝
覧
之
士
共
結
二

菩
提
因
一

、
維
時
宝
永
第
二
龍
集
乙
酉
十

一
月
廿
四
日
」

常
光
寺
縁
起

夫
当
寺
者
河
州
勝
絶
之
伽
藍
、
末
代
無
雙
之
霊
験
所
也
、
為
二

朝
家
安
全
之
御

願
寺
一

安
二

於
小
野
相
公
之
彫
刻
尊
像
一

、
万
乗
勅
施
兮
庄
園
分
堺
三
宮
欽
仰
兮
台

翰
遍
寺
奇
特
掲
焉
、
不
レ

可
レ

得
而
称
三

粤
尋
二

往
因
一

、
即
有
二

一
霊
廟
、
左
則
若
宮

堂
一

池
水
流
払
、
右
亦
泉
福
寺
松
風
聞
、
西
後
有
二

耕
畝
耕
田
一

鳥
獣
無
レ

渇
レ

喉
、

前
有
二

新
泉
新
堂
一

鐘
磬
不
二

断
絶
一

、
南
面
花
表
辺
有
二

一
草
堂
一

安
二

置
地
蔵
菩
薩
一

今
常
光
寺

本
尊
是
也
、
伏
惟
此
像
者
老
伝
曰
弘
仁
聖
朝
小
野
篁
自
手
刻
地
蔵
六
軀
流
二

布
于
日

本
一
州
一

、
此
是
其
随
一
也
、
貴
哉
、
誠
非
二

権
者
所
作
一

者
争
有
二

此
霊
応
一

耶
、

半
千
歳
之
勢
不
レ

朽
兮
忍
辱
膚
濃
也
、
三
十
二
相
姿
歴
然
兮
哀
悲
含
レ

粧
、
仰
二

面

月
一

、
妄
雲
早
消
、
拝
二

眼
蓮
一

、
罪
露
不
レ

結
矣
、
越
二

藤
原
盛
継
壮
年
之
比
一

、
常

信
二

此
尊
観
一

、
夫
鳳
甍
傾
而
無
レ

扉
、
朝
霧
僅
侵
二

香
烟
之
色
一

、
鴛
瓦
墜
而
在
レ

砌
、
夕
月
独
排
二

孤
燈
之
光
従
一

爾
、
已
来
焼
香
供
花
、
挑
二

燈
明
一

唱
二

宝
号
一

、
心

中
発
願
人
更
不
レ

知
于
今
卅
余
年
也
、
皆
乍
レ

在
二

忩
劇
之
内
一

営
是
於
二

世
務
前
一

、

漸
加
二

小
破
之
修
理
一

、
粗
補
二

大
概
之
頽
毀
一

、
手
足
供
給
以
竭
二

生
身
一

、
或
家
中

之
吉
凶
病
患
、
或
身
上
之
中
夭
災
難
、
随
分
祈
請
無
レ

一
レ

不
レ

契
、
于
時
康
暦
元

年
春
之
候
郷
内
多
二

廬
病
一

帰
二

地
蔵
命
一

、
大
夫
即
時
平
癒
是
奇
特
之
始
也
、
復
至

（
畠
山
基
国
）

徳
二
季
孟
夏
之
比
当
庄
之
守
護
命
大
夫
令
レ

祈
二

頭
風
一

、
七
日
七
宿
霊
夢
旁
多
癒

始
初
、
仍
割
二

分
領
地
一

永
被
レ

附
二

于
当
寺
一

、
同
七
月
廿
二
日
奉
レ

為
二

報
賽
一

有
二

参
詣
之
事
一

、
於
焉
郷
民
驚
二

耳
目
一

遠
近
共
謳
二

歌

国
無
一レ

隠
、
亦
及
下

諸
邦
�

陋
・
孿
�
之
輩
快
二

起
居
一

、
聾
盲
瘖
�
之
族
語
中

清
濁
上

、
雲
集
霧
集
成
レ

堵
成
レ

市
、
日
々
奇
特
雖
二

旧
耳
一

人
々
霊
験
猶
新
二

心
肝
一

、
凡
大
夫
帰
二

地
蔵
一

、
則
験
者

流
二

美
名
一

、
菩
薩
加
二

盛
継
一

、
亦
霊
仏
之
振
威
神
唯
恐
レ

如
二

影
与
形
一

、
殆
似
二

水

之
随
器
一

、
経
云
或
現
二

居
士
身
一

或
現
二

商
人
身
一

、
蓋
謂
レ

之
歟
、
自
余
奇
特
撰
二

其
大
綱
一
百
余
条
一

別
二

伝
炳
一

焉
也
、
方
今
蓼
�
之
露
底
霑
能
引
導
之
接
足
松
栢

之
陰
間
現
喜
見
城
之
摩
頂
挙
世
多
処
大
士
者
疑
譲
二

化
儀
一

而
閉
二

真
如
之
枢
一

、
諸

余
菩
薩
誤
与
二

利
物
一

而
帰
二

無
為
之
都
一

、
因
レ

玆
諸
衆
担
二

金
銀
一

企
二

土
木
之
構
一

工
匠
振
レ

斧
合
二

取
刻
刷
之
巧
一

、
於
二

斯
造
立
地
窄
一

買
二

得
新
堂
一
円
之
地
一

、
領

永
充
二

数
宇
梵
庭
一

、
遂
以
二

至
徳
三
年
丙
寅
二
月
二
十
八
日
一

建
二

立
十
間
四
面
之

堂
一

奉
二

安
彼
古
仏
之
霊
像
一

、
未
レ

越
二

一
年
功
成
一

矣
、
議
云
若
当
時
不
レ

留
二

鳥
迹

之
印
一

将
来
必
有
二

魚
魯
之
疑
一

歟
、
仍
録
二

小
分
一

備
二

大
躰
縁
起
一

趣
蓋
如
レ

斯
、

一
、
至
徳
三
年
十
月
十
日
上
棟
也
、
国
方
構
二

桟
敷
一

、
諸
権
門
引
馬
、
兵
士
警
二

固
郭
外
一

、
寺
僧
羅
二

列
堂
内
一

、
鍛
冶
番
匠
者
束
帯
、
庭
上
刷
二

上
棟
之
威
儀
一

、

大
夫
盛
継
者
擎
二

幣
帛
一

拝
二

心
中
之
祈
願
一

、
此
時
一
会
不
レ

覚
二

流
涙
一

、
諸
人
異

口
同
音
嘆
レ

善
哉
、
緇
素
之
群
集
溢
二

寺
外
一

、
青
鳬
飛
レ

如
レ

雨
堆
二

于
堂
内
如
一レ

（
序
文
）

（
第
一
条
）
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山
、
末
代
嘉
例
上
古
所
レ

未
レ

聞
也
、

一
、
至
徳
三
年
十
一
月
八
日
卯
時
安
座
也
、
先
人
長
前
駈
伶
人
奏
楽
寺
僧
十
二
口

引
二

雁
行
一

、
列
二

立
於
縁
道
一

突
鉢
誦
讃
盛
継
一
人
頂
二

烏
冠
一

扈
二

従
本
尊
一

、
木
師

抱
二

古
像
一

奉
レ

移
二

于
新
殿
一

矣
、
東
西
両
郷
耆
老
調
二

百
味
一

、
以
二

伝
供
一

貴
賤
上

下
陪
従
捧
二

香
華
一

、
先
敬
信
供
蘇
合
一
部
奏
二

万
秋
楽
之
曲
一

、
奉
レ

備
レ

迎
レ

仏
之

厳
儀
、
私
記
制
二

五
段
一

述
二

安
坐
一

之
事
由
導
師
賢
快
粤
諸
人
意
趣
以
レ

為
二

如
来
更
出
世
一

而
再
想
二

帰
正
法
之
昔
一

、
当
此
時
者
強
勿
悪
人
間
之
不
信
、
須
レ

庶
二

幾
仏
界
之
有

験
一

者
也
、
観
夫
深
更
雲
収
省
従
二

満
月
之
尊
容
一

明
鏡
含
二

燈
訝
一

拱
二

衆
星
之
本

尊
一

、
何
況
池
水
和
二

鐘
皷
之
声
一

、
安
二

煩
悩
之
熱
一

、
松
風
入
琴
瑟
之
曲
九
品
之

儀
在
眼
天
上
人
間
之
感
不
レ

可
レ

望
二

其
席
一

也
、

一
、
鎮
守
殿
者
勧
請
二
社
也
、
吉
野
子
守
・
勝
手
社
也
、
于
時
奏
二

公
家
一

語
二

衆

徒
一

伐
二

榊
葉
一

、
崇
神
鏡
、
至
徳
三
年
九
月
十
七
日
寅
時
奉
レ

移
二

当
寺
一

、
奠
二

蘋

〔
仰
〕〔
枌
〕

蘩
之
饌
一

扇
二

粉
楡
之
光
一

、
致
二

如
在
之
礼
一

成
二

遷
宮
之
儀
一

、
於
戯
皎
壁
丹
楹
之

照
秋
夜
也
、
染
出
二

無
弐
心
之
水
一

、
吟
レ

龍
嘯
レ

虎
之
時
霞
簷
也
、
梳
二

成
遍
法
界

之
風
一

造
社
之
功
不
レ

経
レ

年
、
而
早
成
二

鎮
護
之
威
光
一

、
不
日
以
厳
重
也
、

〔
聖
〕

一
、
阿
弥
陀
堂
者
根
本
新
堂
寺
也
、
尋
レ

元
者
八
尾
正
道
昼
夜
勤
行
六
時
不
レ

怠
二

〔
衆
〕

念
仏
誦
経
一

祈
二

九
品
果
一

、
中
古
以
来
常
願
寺
僧
排
二

律
扉
一

、
而
五
篇
守
レ

真
叩
二

秘
蔵
一

而
三
密
開
レ

門
、
茲
時
当
寺
雖
二

草
創
之
志
一

、
都
無
二

造
営
之
地
一

、
然
間
彼

新
堂
寺
仏
閣
供
職
�
寺
領
田
園
等
、
悉
以
二

買
得
一

常
光
寺
訖
、
券
契
亦
明
鏡
也
、

尓
後
壊
二

築
地
一

挽
二

堂
舎
一

今
遷
二

本
堂
之
南
是
一

也
、
又
分
二

彼
六
供
職
一

新
成
二

此

十
二
口
一

、
亦
補
二

任
東
西
両
郷
之
釈
衆
一

、
地
蔵
菩
薩
阿
弥
陀
堂
両
寺
朝
夕
不
断

勤
行
職
而
由
レ

斯
也
、

（
小
野
篁
）

一
、
第
三
冥
官
安
二

地
蔵
右
辺
一

事
、
夫
地
蔵
・
文
殊
則
入
重
玄
門
薩
埵
娑
婆
示
現

（
宋
帝
）

大
士
也
、
閻
魔
・
宗
帝
者
等
流
変
化
垂
レ

権
、
冥
断
罪
地
官
也
、
地
蔵
之
垂
迹
也
、

謂
二

之
閻
王
一

・
宗
帝
帰
本
也
、
謂
二

之
曼
珠
一

也
、
抑
此
菩
薩
現
二

人
間
一

之
時
称
二

小
野
篁
、
顕
二

天
上
一

号
二

明
星
天
子
一

也
、
彼
二
大
士
共
居
二

第
三
第
五
之
尊
位
一

、

判
二

自
業
自
得
之
道
理
一

、
摂
物
利
生
無
止
主
伴
有
レ

約
二

黄
泉
レ

雖
レ

並
二

忿
怒
之
肩
一

素
訶
猶
接
二

慈
悲
之
足
一

、
凡
在
二

黄
壊
一

之
日
宗
帝
自
レ

承
二

閻
王
之
勅
言
一

宥
二

難
レ

堪
難
レ

忍
苦
一

患
遊
娑
婆
之
時
、
相
公
自
刻
二

薩
埵
之
聖
容
一

施
二

大
慈
悲
之
化
用
一

悲

�

智
互
融
定
惠
兼
備
、
故
故
安
二

此
内
堂
一

也
、

一
、
塔
婆
者
諸
仏
妙
体
衆
生
色
心
也
、
功
徳
無
辺
謂
レ

之
塔
利
益
殊
勝
謂
レ

之
、
幢

（
ア
シ
ヨ
ー
カ
王
）

風
二

聞
釈
提
桓
因
一

建
二

三
千
妙
塔
一

焉
、
阿
育
大
王
立
二

八
万
制
底
一

矧
又
南
天
竺
之

鉄
塔
開
二

廿
万
頌
之
唄
葉
涌
出
一

宝
塔
分
二

二
仏
一

、
並
坐
之
威
光
皆
是
仰
二

功
徳
之

最
勝
一

嘆
二

善
根
広
大
一

、
故
四
天
大
王
発
二

護
持
之
誓
願
一

諸
天
善
神
羿
影
向
之
不

退
仏
界
猶
貴
レ

之
、
人
天
不
二

帰
依
一

乎
、
依
レ

之
十
方
戮
力
、
諸
人
贔
屓
也
、
康
応

元
己
巳
八
月
十
七
日
造
二

基
塔
婆
一

賁
二

七
珎
奇
塊
一

、
地
蔵
薩
埵
為
二

本
尊
一

多
聞

（
智
泉
聖
通
）

〔
旦
〕

持
国
為
二

脇
侍
一

矣
、
此
本
尊
通
玄
東
堂
懇
丹
且
主
新
二

造
六
道
能
化
之
大
士
一

奉
二

納
数
躰
一

、
彫
工
之
小
地
蔵
、
為
レ

抽
二

一
生
瞻
仰
之
志
一

、
祈
二

二
世
悉
地
一

緬
二

感

此
寺
神
偉
一

、
寄
二

進
吾
彼
仏
像
一

、
即
為
二

塔
婆
本
尊
一

矣
、

（
足
利
義
満
）

〔
木
ヵ
〕

一
、
常
光
寺
題
額
者
准
三
宮
台
翰
也
、
制
草
之
上
露
点
孚
レ

鮮
入
本
之
内
風
勢
難
レ

尽
、
釈
名
云
常
者
不
退
転
之
名
、
光
者
無
辺
際
之
称
也
、
可
レ

謂
二

常
転
法
輪
一

之

処
、
除
二

暗
偏
一

明
之
称
也
、
物
之
奇
異
懸
二

寺
号
一

兮
事
之
大
慶
顕
二

題
額
一

矣
、
伏

惟
征
夷
大
将
軍
准
三
宮
従
一
位
兼
二

行
右
大
将
一

、
官
職
越
二

三
代
一

、
名
望
偏
四
方

慣
馮
二

大
樹
之
風
一

、
越
二

蜀
諸
葛
亮
之
昔
一

幕
下
顕
職
者
遥
二

偏
建
久
之
往
一

、
好
二

（
第
五
条
）

（
第
二
条
）

（
第
六
条
）

（
第
三
条
）

（
第
四
条
）

（
第
七
条
）
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相
府
之
栄
名
一

者
秀
二

当
代
之
抽
賞
一

、
惣
和
漢
之
才
呂
律
之
曲
兼
二

三
船
一

者
此
時

也
、
経
二

始
名
藍
一

快
二

究
仏
法
一

敬
二

三
宝
一

者
今
世
也
、
是
皆
人
之
所
レ

知
也
、
世

之
所
レ

歌
也
、
康
応
元
年
己
巳
十
月
廿
二
日
枉
二

花
軒
一

詣
二

当
寺
一

也
、
嗚
呼
伽
藍

界
之
前
掛
台
筆
唐
門
月
久
耀
細
柳
営
之
下
�
齢
絲
鶴
椿
之
風
長
扇
而
巳
、

一
、
小
地
蔵
堂
者
根
本
仏
閣
也
、
当
寺
本
尊
於
二

此
堂
一

送
二

五
百
余
歳
之
星
霜
一

、

現
二

不
可
思
議
之
神
変
一

越
二

往
代
之
規
模
一

、
過
二

今
日
之
繁
昌
一

、
故
以
二

彼
古
作

之
聖
容
一

、
奉
レ

移
二

此
新
殿
本
尊
一

也
、
粤
通
玄
東
堂
慕
二

此
聖
跡
一

、
又
新
造
小
地

蔵
、
雖
レ

令
レ

送
二

古
跡
一

、
大
夫
依
レ

奉
レ

重
二

御
願
主
之
意
趣
一

、
奉
レ

移
二

造
塔
本
尊
一

訖
、
続
作
レ

覆
二

廊
宇
一

又
安
二

置
小
地
蔵
一

�
二

立
盛
継
影
像
一

、
画
図
地
獄
之
相
矣
、

一
、
廟
所
者

聖
武
帝
御
宇
行
基
僧
正
於
二

日
本
一
州
霊
地
一

築
二

二
十
五
之
廟

壇
一

、
是
其
一
也
、
方
卜
六
町
結
界
四
隅
起
二

十
三
層
之
石
塔
一

、
中
央
建
二

如
法
経

制
底
一

顕
二

八
万
四
千
之
表
一

、
儀
形
先
後
新
旧
遺
像
矣
、
倩
以
二

行
基
及
篁
者
同
本

異
迹
之
化
現
一

、
雖
二

改
名
代
形
一

本
地
深
奥
不
レ

遷
、
故
於
二

此
地
一

安
二

彼
像
一

乎
、

本
尊
安
置
故
事
良
有
由
歟
、

一
、
供
養
者
明
徳
二
年
辛
未
九
月
廿
四
日
以
二

本
尊
会
日
一

擬
二

支
干
良
辰
一

所
供
養

陀

者
本
堂
一
宇
・
塔
婆
一
基
・
阿
弥
�
堂
一
宇
・
根
本
地
蔵
廊
廡
一
宇
・
鎮
守
一
社

・
坊
舎
一
宇
七
年
造
畢
、
併
レ

是
盛
継
一
期
之
経
営
也
、
嘱
二

西
琳
寺
長
老
一

為
二

導

〔
聖
〕

師
一

、
延
三

当
郷
正
道
為
二

色
衆
一

、
々
々
三
十
口
修
二

四
箇
法
一

用
二

八
佾
舞
左
右
之

秘
曲
一

、
一
日
造
儀
供
養
行
粧
不
二

具
述
一

矣
、

一
、
大
夫
盛
継
者
当
庄
郷
民
新
治
西
郷
高
田
堂
住
人
也
、
自
二

壮
年
比
一

墓
所
地
蔵

致
二

信
心
一

而
日
々
香
華
夜
々
燈
明
敢
レ

無
二

懈
一

、
若
命
家
人
香
燈
数
減
盛
継
供
給

則
清
明
也
、
依
レ

茲
契
冥
之
由
粗
披
露
継
性
鈍
雖
一
文
不
通
、
出
二

鬮
子
一

令
レ

占
之

事
意
不
存
違
曲
、
口
不
レ

犯
二

妄
語
一

、
而
任
二

籌
算
一

廻
二

珠
満
一

多
二

符
合
一

故

公

家
下
二

大
夫
之
官
一

武
門
許
二

乗
馬
之
礼
一

、
一
身
之
栄
幸
余
分
矣
、
生
涯
之
望
亦
足

矣
、
又
衰
邁
日
増
気
力
漸
減
之
後
参
二

于
保
寿
菴
一

貞
西
堂
授
二

衣
鉢
一

改
二

名
諱
今

明
有
一

、
依
レ

為
二

御
所
尊
号
一

又
改
之
名
明
有
也
、
明
徳
元
年
庚
午
八
月
十
四
日
春

秋
六
十
四
而
帰
寂
巳
、
当
寺
檀
那
附
二

平
五
大
夫
国
継
一

訖
、

一
、
大
夫
国
継
者
自
二

至
徳
之
初
一

迄
二

明
徳
之
末
一

随
二

従
盛
継
一

如
レ

影
二

父
子
一

相

談
造
営
皆
成
、
盛
継
一
期
之
造
功
者
国
継
一
身
之
経
営
也
、
仍
以
後
修
造
備
二

左

炳
一

焉
、

一
、
応
永
二
年
乙
亥
四
月
造
二

立
楼
門
築
地
一

矣
、

一
、
応
永
四
年
丁
丑
四
月
一
日
鋳
二

度
二
尺
七
寸
之
鴻
鐘
一

造
二

立
鐘
楼
一

矣
、

一
、
応
永
五
年
戊
寅
閏
四
月
一
日
改
レ

渡
二

門
前
橋
一

矣
、

一
、
同
年
七
月
廿
四
日
造
二

立
浴
室
一
宇
一

矣
、

一
、
同
年
七
月
廿
五
日
刻
二

閻
魔
等
身
之
形
像
一

、
勧
進
主
八
尾
東
郷
西
信
禅
門

云
々
、

右
常
光
寺
縁
起
応
永
六
己
卯
辰
正
月
二
十
四
記
レ

之
、

（
第
八
条
）

（
第
十
二
条
）

（
第
九
条
）

（
第
十
三
条
）

（
第
十
四
条
）

（
第
十
五
条
）

（
第
十
六
条
）

（
第
十
条
）

（
第
十
七
条
）

（
第
十
一
条
）
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